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謀

第

十 校
訂
鬼
谷
子
三
巻
訳
稿巻

中
（
後
半
）
「
謀
第
十
」
、
「
決
第
十
一
」
、
「
符
言
第
十
二
」
「
轄
丸
」
（
亡
）
、
「
朕
箇
」
（
亡
）

巻
下
（
前
半
）
「
本
経
陰
符
七
術
」
（
盛
紳
法
五
龍
）

凡
謀
有
道
。
必
得
其
所
因
、
以
求
其
情
1

。
審
得
其
情
、
乃
立

三
儀
。
三
儀
者
、
曰
上
、
曰
中
、
曰
下
。
参
以
立
焉
、
以
生
奇
゜

奇
不
知
其
所
擁
、
始
於
古
之
所
従
2

。
故
鄭
人
之
取
玉
也
、
載
司

南
之
車
、
為
其
不
惑
也
。
夫
度
材
、
量
能
、
描
情
者
、
亦
事
之
司

南
也
。
故
同
情
而
相
親
者
、
其
倶
成
者
也
。
同
欲
而
相
疏
者
、
其

楓
國
者
也
3
。
同
悪
而
相
親
者
、
其
倶
害
者
也
。
同
悪
而
相
疏
者
、

偏
害
者
也
4°

故
相
盆
則
親
、
相
損
則
疏
、
其
敷
行
也
。
此
所
以

察
同
異
之
分
也
5

。
故
増
壊
於
国
隙
、
木
毀
於
其
節
、
斯
蓋
其
分

也
6

0

3

6

」

(
3
)
 

中
国
研
究
集
刊
為
号
（
総
四
十
三
号
）
平
成
十
九
年
六
月
八
四

-10九頁

謀

第

十

◎
「
凡
謀
有
道
」
の
上
、
道
蔵
本
「
為
人
」
の
二
字
有
り
。
術
。
嘉

慶
十
年
本
に
よ
っ
て
削
る
。
◎
「
成
」
、
道
蔵
本
、
嘉
慶
十
年
本
「
害
」

に
作
る
。
前
槌
の
説
に
従
っ
て
改
め
る
。
◎
「
其
」
、
道
蔵
本
欠
。
嘉

慶
十
年
本
に
よ
っ
て
補
う
。

凡
そ
謀
に
道
有
り
。
必
ず
其
の
因
る
所
を
得
て
、
以
て
其
の
情

を
求
む
。
審
に
其
の
情
を
得
れ
ば
、
乃
ち
三
儀
を
立
つ
。
三
儀
と

は
、
日
く
、
上
、
日
く
、
中
、
日
く
、
下
。
参
、
以
て
立
て
、
以

て
奇
を
生
ず
。
奇
は
其
の
擁
す
る
所
を
知
ら
ず
、
古
の
従
ふ
所
に

始
る
。
故
に
鄭
人
の
玉
を
取
る
や
、
指
南
の
車
に
載
る
、
其
の
惑

高

田

哲

太

郎
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そ
も
そ
も
、
「
謀
」
、
は
か
り
ご
と
に
は
、
「
道
」
、
然
る
べ
き
方

法
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
必
ず
そ
の
事
が
基
く
と
こ
ろ
を
つ
か
み
、

そ
こ
で
そ
の
本
音
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
詳
細
確
実
に
そ
の
本
音

を
つ
か
ん
だ
な
ら
、
「
三
儀
」
、
三
種
の
方
法
を
立
て
る
。
「
三
儀
」

と
は
、
上
、
中
、
下
策
の
三
者
で
あ
る
。
三
種
立
て
て
、
そ
こ
か

ら
奇
計
（
優
れ
て
説
得
的
な
方
法
）
を
生
み
出
す
。
奇
計
と
は
、

自
由
自
在
で
あ
り
、
そ
れ
が
守
る
べ
き
、
し
が
み
つ
く
べ
き
何
者

か
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
古
の
人
が
従
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
鄭
人
が
玉
を
取
り
に
行
っ
た
時
に
、

謀

第

十

は
ざ
る
が
為
な
り
。
夫
れ
材
を
度
り
、
能
を
量
り
、
情
を
描
す
る

者
も
亦
、
事
の
指
南
な
り
。
故
に
情
を
同
じ
う
し
て
相
ひ
親
し
む

者
は
、
其
の
成
る
を
倶
に
す
る
者
な
り
。
欲
を
同
じ
う
し
て
相
ひ

ひ

と

へ

を

疎
ん
ず
る
者
は
、
其
の
成
る
を
偏
に
す
る
者
な
り
。
悪
を
同
じ
う

を

し
て
相
ひ
親
し
む
者
は
、
其
の
害
を
倶
に
す
る
者
な
り
。
悪
を
同

ひ
と
へ

じ
う
し
て
相
ひ
疎
ん
ず
る
者
は
、
害
を
偏
に
す
る
者
な
り
。
故
に

相
ひ
益
す
れ
ば
則
ち
親
し
み
、
相
ひ
損
す
れ
ば
則
ち
疎
ん
ず
る
は
、

其
の
数
の
行
な
り
。
此
れ
同
異
の
分
を
察
す
る
所
以
な
り
。
故
に
埴

こ
ぼ

は
、
其
の
隙
よ
り
壊
れ
、
木
は
其
の
節
よ
り
毀
た
る
、
斯
れ
蓋
し

其

の

分

な

り

。

3

6

」

1

得
其
所
因
、
則
其
情
可
求
。
見
情
而
謀
、
則
事
無
不
摺
。

指
南
車
に
乗
っ
た
の
は
、
自
ら
が
惑
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
だ

っ
た
。そ

も
そ
も
、
人
物
を
測
り
、
そ
の
能
力
を
量
り
、
情
、
本
音
を

描
し
推
し
量
る
の
も
、
同
様
に
物
事
の
指
南
、
目
安
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
気
持
ち
が
同
じ
だ
と
し
て
近
づ
い
て
く
る
の
は
、

そ
の
こ
と
を
共
に
完
成
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

い
事
が
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
、
反
発
す
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
自

分
だ
け
で
完
成
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
も
の
を

憎
ん
で
い
る
と
し
て
近
づ
い
て
く
る
の
は
、
そ
の
も
の
を
共
に
損

な
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
も
の
を
憎
み
な
が
ら
、
反

発
す
る
の
は
、
自
分
だ
け
で
損
な
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
相
手
と
し
て
利
益
に
な
る
な
ら
ば
親
し
み
、
相
手

と
し
て
損
に
な
る
な
ら
疎
ん
ず
る
と
い
う
の
は
、
親
疎
に
お
け
る

道
理
上
当
然
の
流
れ
で
あ
る
。
こ
れ
が
同
異
の
分
、
自
ら
と
立
場

を
同
じ
く
す
る
か
否
か
の
区
別
を
推
察
す
る
た
め
の
前
提
、
相
手

の
エ
ゴ
の
あ
り
か
を
つ
か
む
す
べ
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
壁
垣
は
、

そ
の
隙
間
か
ら
壊
れ
始
め
、
木
は
、
そ
の
節
目
の
部
分
か
ら
折
ら

れ
る
と
い
う
の
は
、
本
当
に
そ
れ
に
備
わ
る
当
然
の
定
め
で
あ
ろ6

」
3
 

r

つ。
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6

壻
木
薗
毀
、
由
於
隙
節
。
況
於
人
事
之
雙
、
生
於
同
異
。
故
曰
、
斯

蓋
其
分
園

5
 

3
 

2
 
言
審
情
之
術
、
必
立
上
智
、
中
オ
、
下
愚
。
三
者
参
以
瞼
之
、
然
後

奇
計
可
得
而
生
。
奇
計
既
生
、
莫
不
通
逹
。
故
不
知
其
所
擁
蔽
。
然
此

奇
計
非
自
向
可
。
乃
始
於
古
之
順
道
而
動
者
。
蓋
従
於
順
也
。

同
情
、
園
欲
共
謀
立
事
。
事
若
倶
成
、
後
必
相
親
。
若
乃
一
成
一
害
、

後
必
相
疏
、
理
之
常
也
。

4

同
悪
、
謂
同
為
彼
所
悪
。
後
若
倶
害
、
情
必
相
親
、
若
乃
一
―
全
一
害
、

圏
必
相
疏
亦
理
之
常
也
。

同
異
之
分
、
用
此
而
察
。

故
愛
生
事
、
事
生
謀
、
謀
生
計
、
計
生
議
、
議
生
説
、
説
生
進
、

進
生
退
、
退
生
制
。
因
以
制
於
事
。
故
百
事
一
道
而
百
度
一
敷
也
7
0

夫
仁
人
軽
貨
、
不
可
誘
以
利
、
可
使
出
費
。
勇
士
軽
難
、
不
可
憫

以
患
、
可
使
掠
危
。
智
者
逹
於
敷
、
明
於
理
、
不
可
欺
以

E
蔵
、

可
示
以
道
理
、
可
使
立
功
、
是
三
才
也
8

。
故
愚
者
易
蔽
也
、
不

肖
者
易
憚
也
、
貪
者
易
誘
也
。
是
因
事
而
裁
之
9
。
故
為
強
者
、

積
於
弱
也
。
貰
直
者
、
積
於
曲
也
二
有
餘
者
、
積
於
不
足
也
。
此

其
道
術
行
也
1

0

0

3

7

」

◎
「
故
愛
生
事
」
、
道
蔵
本
「
故
嬰
生
於
事
」
に
作
る
。
「
於
」
字
術
。

嘉
慶
十
年
本
に
よ
っ
て
削
る
。
◎
「
不
」
、
道
蔵
本
欠
。
嘉
慶
十
年
本

に
よ
っ
て
補
う
。
◎
「
烏
直
者
、
積
於
曲
也
」
、
道
蔵
本
欠
。
嘉
慶
十

年
本
に
よ
っ
て
補
う
。

故
に
変
は
事
を
生
じ
、
事
は
謀
を
生
じ
、
謀
は
計
を
生
じ
、
計

は
議
を
生
じ
、
謡
は
説
を
生
じ
、
説
は
進
を
生
じ
、
進
は
退
を
生

じ
、
退
は
制
を
生
ず
。
因
り
て
以
て
事
を
制
す
。
故
に
百
事
は
一

道
に
し
て
、
百
度
は
一
数
な
り
。
夫
れ
仁
人
は
貨
を
軽
ん
ず
れ
ば
、

誘
ふ
に
利
を
以
て
す
べ
か
ら
ざ
る
も
、
費
を
出
さ
し
む
べ
し
。
勇

士
は
難
を
軽
ん
ず
れ
ば
、
憚
れ
し
む
る
に
患
を
以
て
す
べ
か
ら
ざ

る
も
、
危
に
拠
ら
し
む
べ
し
。
智
者
は
数
に
達
し
、
理
に
明
る
け

れ
ば
、
欺
く
に
不
誠
を
以
て
す
べ
か
ら
ざ
る
も
、
示
す
に
道
理
を

以
て
す
べ
く
、
功
を
立
て
し
む
べ
し
、
是
れ
三
オ
な
り
。
故
に
愚

者
は
蔽
は
れ
易
く
、
不
肖
者
は
憚
れ
易
く
、
貪
者
は
誘
は
れ
易
し
。

是
れ
事
に
因
り
て
之
を
裁
く
。
故
に
強
を
為
す
者
は
、
弱
を
積
む

な
り
。
直
を
為
す
者
は
、
曲
を
積
む
な
り
。
餘
有
る
者
は
、
不
足

を
積
む
な
り
。
此
れ
其
の
道
術
の
行
な
り
。

37
」

そ
れ
故
に
、
事
態
の
変
化
は
、
事
と
す
る
も
の
を
生
じ
、
事
は

謀
、
そ
の
事
に
対
す
る
は
か
り
ご
と
、
構
想
を
生
じ
、
謀
は
計
、

(86) 



具
体
的
計
画
を
生
じ
、
計
は
謡
、
対
応
調
整
を
生
じ
、
議
は
説
、

理
念
を
生
じ
、
説
は
進
、
実
際
の
行
動
を
生
じ
、
進
は
退
、
そ
の

こ
と
を
含
め
た
全
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
立
場
を
生
ず
る
。
そ

こ
で
そ
の
事
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
す

べ
て
の
こ
と
は
同
一
の
道
、
方
法
に
よ
る
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の

法
則
は
‘
―
つ
の
理
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
事
の
変
化
が
心

を
変
じ
、
言
を
生
じ
、
言
が
行
動
を
生
じ
、
新
た
な
状
態
を
位
置

づ
け
収
束
す
る
。
言
葉
が
す
べ
て
を
統
制
す
る
の
で
あ
る
。
）

そ
も
そ
も
仁
人
、
慈
し
み
の
あ
る
人
は
、
財
貨
を
軽
ん
ず
る
傾

向
が
あ
る
の
で
、
利
益
誘
導
し
た
り
は
で
き
な
い
が
、
慈
し
み
の

心
に
訴
え
て
、
費
用
を
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
勇
士
は
苦
難

を
軽
ん
ず
る
傾
向
が
あ
る
の
で
、
難
難
に
よ
っ
て
憚
れ
さ
せ
て
動

か
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
常
人
な
ら
避
け
る
危
機
に
立
ち
向
か

わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
智
者
は
、
物
事
の
本
質
を
つ
か
み
、
道

理
に
明
る
い
の
で
、
誠
な
ら
ざ
る
も
の
で
欺
く
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
物
の
道
理
を
示
し
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果

然
る
べ
き
成
果
を
挙
げ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
三
オ
、

用
う
べ
き
智
、
仁
、
勇
三
つ
の
才
能
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
智
者
の
対
極
で
あ
る
愚
者
（
対
外
的
対
応
能
力
に

欠
け
る
者
）
は
、
言
葉
が
相
対
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ら
ず
に
、
決

ま
り
き
っ
た
意
味
し
か
な
い
と
し
が
み
つ
い
て
い
る
の
で
、
言
葉

に
蔽
わ
れ
や
す
く
、
勇
者
の
対
極
で
あ
る
不
肖
者
（
対
内
的
対
応

8
 

能
力
に
欠
け
る
者
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
）
は
、
相
対
的
で
不
安
定
な
今

の
自
分
だ
け
が
本
当
の
自
己
だ
と
執
着
し
、
そ
の
不
安
定
な
も
の

を
常
に
守
ろ
う
と
す
る
の
で
、
相
対
的
立
場
、
言
葉
の
変
化
に
恐

れ
や
す
く
、
仁
者
の
対
極
に
あ
る
貪
者
は
、
相
対
的
自
己
の
利
益

が
絶
対
だ
と
執
着
し
て
い
る
の
で
、
言
葉
に
よ
り
利
益
誘
導
さ
れ

や
す
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
等
は
、
具
体
的
な
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

れ
を
判
断
類
別
す
る
。

そ
れ
故
に
、
強
大
な
も
の
は
、
弱
い
も
の
を
積
ん
だ
の
で
あ
る
。

真
直
ぐ
な
も
の
は
、
曲
が
っ
た
も
の
を
積
ん
だ
の
で
あ
る
。
余
り

あ
る
も
の
は
、
足
り
な
い
も
の
を
積
ん
だ
の
で
あ
る
。
（
こ
の
世
に

完
全
な
も
の
は
存
在
し
な
い
以
上
、
そ
の
特
性
を
つ
か
み
、
結
果

と
し
て
こ
ち
ら
の
意
図
を
達
成
す
る
よ
う
に
運
用
す
る
の
で
あ

る
。
）
こ
れ
が
、
そ
の
道
術
、
あ
る
べ
き
あ
り
方
を
具
体
化
し
、
実

際

に

行

う

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

3

7

」

7

言
事
有
圃
困
「
各
有
従
来
。
管
之
、
丼
木
岡
煎
而
有
枝
條
花
葉
。
故

岡
麦
隙
。
然
後
生
於
事
業
。
生
事
業
者
、
必
須
計
謀
。
成
計
謀
者
、
必

須
議
説
。
議
説
圏
i

し
必
有
営
否
。
故
須
進
退
之
。
既
麒
捗
、
須
躙
爾
以

為
法
、
而
百
事
百
度
何
莫
由
斯
而
至
。
岡
言
道
敷
、
一
也
。

使
軽
貨
者
出
費
、
則
費
可
全
。
使
軽
難
者
掠
危
、
則
危
可
安
。
使
逹

敷
者
立
功
、
則
功
可
成
。
継
三
団
宵
用
之
、
可
以
光
輝
千
里
、
豊
徒
十

(87) 



，
 

二
乗
而
已
。

以
此
三
術
園
彼
三
短
、
可
以
立
事
立
功
也
。
謀
者
因
事
興
慮
、
宜
知

而
載
之
。
故
日
因
事
而
裁
之
。

10

柔
弱
勝
於
剛
強
。
故
積
弱
可
以
為
強
大
。
直
若
曲
、
故
積
曲
可
以
蔦

直
。
少
則
得
衆
。
故
積
不
足
可
以
為
有
餘
。
然
則
以
弱
為
強
、
以
曲
為

直
、
以
不
足
為
有
餘
、
斯
道
術
之
所
行
。
故
日
、
道
術
行
也
。

故
外
親
而
内
疏
者
説
内
、
内
親
而
外
疏
者
説
外
11
。
故
因
其
疑

以
愛
之
、
因
其
見
以
然
之
12
。
因
其
説
以
要
之
、
因
其
勢
以
成
之
130

因
其
悪
以
櫂
之
、
因
其
患
以
斥
之
14
。
摩
而
恐
之
、
高
而
動
之
15
、

微
而
園
之
、
符
而
應
之
16
。
擁
而
塞
之
、
風
而
惑
之
。
是
謂
計
謀
170

8
」
3
 

◎
「
證
」
、
道
蔵
本
「
正
」
に
作
る
。
嘉
慶
十
年
本
に
よ
っ
て
改
め
る
。

故
に
外
、
親
し
み
て
、
内
、
疎
ん
ず
る
者
は
、
内
を
説
き
、
内
、

親
し
み
て
、
外
、
疎
ん
ず
る
者
は
、
外
を
説
く
。
故
に
其
の
疑
に

因
り
て
以
て
之
を
変
じ
、
其
の
見
に
よ
り
て
之
を
然
し
、
そ
の
説

に
因
り
て
以
て
之
を
要
し
、
其
の
勢
に
因
り
て
以
て
之
を
成
し
、

其
の
悪
に
因
り
て
以
て
之
を
権
り
、
其
の
患
に
因
り
て
以
て
之
を

斥
く
。
摩
し
て
之
を
恐
れ
し
め
、
高
く
し
て
之
を
動
か
し
、
微
に

し
て
之
を
證
し
、

て
之
を
惑
は
す
、

符
し
て
之
に
応
じ
、
擁
し
て
之
を
塞
ぎ
、

是
れ
を
計
謀
と
謂
ふ
。

38 
'- 38 

乱
-し

そ
れ
故
に
、
外
面
で
は
親
し
み
な
が
ら
、
内
心
で
は
疎
ん
じ
て

い
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
内
心
で
疎
ん
ず
る
要
因
に
な
っ
て
い

る
も
の
を
説
い
て
排
除
し
、
内
心
で
は
親
し
み
な
が
ら
、
外
面
で

は
疎
ん
ず
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
外
面
で
疎
ん
ず
る
要
因
に
な

っ
て
い
る
も
の
を
説
い
て
排
除
す
る
。
そ
れ
故
に
、
相
手
の
こ
ち

ら
に
対
す
る
疑
い
に
基
い
て
、
そ
れ
を
変
化
さ
せ
、
相
手
の
も
の

の
見
方
、
見
解
に
基
い
て
、
そ
れ
を
肯
定
し
て
安
心
さ
せ
、
相
手

の
主
張
す
る
考
え
に
基
い
て
、
そ
れ
を
ま
と
め
て
心
の
う
ち
に
整

理
さ
せ
、
相
手
の
立
場
に
基
い
て
、
そ
れ
を
確
信
で
き
る
既
成
の

も
の
と
さ
せ
、
相
手
の
憎
み
嫌
う
も
の
に
基
い
て
、
そ
れ
を
相
手

の
思
い
の
全
体
の
中
に
位
置
づ
け
さ
せ
、
相
手
の
心
配
事
に
基
い

て
、
そ
れ
を
無
用
の
物
と
し
て
排
除
さ
せ
る
。
「
摩
」
し
、
探
り
を

入
れ
て
相
手
を
恐
れ
さ
せ
、
相
手
を
高
め
る
こ
と
を
言
っ
て
動
か

し
た
り
、
微
妙
な
方
法
で
相
手
に
確
証
を
与
え
、
証
拠
を
示
し
て

そ
の
思
い
を
確
信
さ
せ
た
り
、
こ
ち
ら
以
外
の
言
う
こ
と
を
聞
か

な
い
よ
う
に
抱
え
込
ん
で
相
手
の
目
を
塞
ぎ
、
混
乱
す
る
情
報
を

与
え
て
相
手
を
惑
わ
し
た
り
す
る
。
こ
れ
を
「
計
謀
」
と
い
う
。
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16

雖
恐
動
之
、
尚
不
知
嬰
者
、
則
微
有
所
引
披
以
證
之
、
為
設
符
瞼
以

應
之
国

17

雖
烏
設
引
披
符
瞼
、
尚
不
知
嬰
者
、
此
則
或
深
不
可
救
也
。
同
蒻
而

塞
之
．
胤
而
惑
之
、
因
抵
而
得
之
。
如
此
者
、
可
以
国
評
謀
之
用
也
。

計
謀
之
用
、
公
不
如
私
、
私
不
如
結
。
結
而
無
隙
者
也
18
。
正

不
如
奇
。
奇
流
而
不
止
者
也
19
。
故
説
人
主
者
、
必
輿
之
言
奇
。

15 11

外
陽
相
親
而
内
買
疏
者
、
説
内
以
除
其
内
疏
向
r
内
賓
相
親
而
外
陽

疏
者
、
説
外
以
除
其
外
疏
也
。

12

若
内
外
無
親
而
懐
疑
者
、
則
因
其
疑
以
嬰
化
之
。
彼
或
因
圏
而
有
所

見
則
因
其
所
且
幽
然
之
。

13

既
然
見
彼
或
有
可
否
之
説
、
則
因
其
説
以
要
結
之
。
可
否
既
形
、
便

有
去
就
之
勢
、
則
因
其
勢
以
成
就
之
。

14

去
就
既
成
、
或
有
悪
患
、
則
因
其
悪
也
、
国
前
量
之
、
因
其
患
也
、

為
斥
除
之
。

患
悪
既
除
、
或
侍
勝
而
騎
者
、
便
切
摩
以
恐
憚
之
、
高
危
以
感
動
之
。

説
人
臣
者
、
必
輿
之
言
私
20
。
其
身
内
、
其
言
外
者
疏
゜
其
身
外
、

其
言
深
者
危
21
。
無
以
人
之
所
不
欲
而
強
之
於
人
。
無
以
人
之
所

不
知
而
教
之
於
人
22
。
人
之
所
好
也
、
學
而
順
之
。
人
之
有
悪
也
、

避
而
緯
之
。
故
陰
道
而
陽
取
之
也
23
。
故
去
之
者
、
縦
之
、
縦
之

者
乗
之
24
。
貌
者
不
美
又
不
悪
。
故
至
情
E
宝
笞
。

39
」

◎
「
無
以
人
之
所
不
欲
」
、
道
蔵
本
「
無
以
人
之
所
近
不
欲
」
に
作
る
。

「
近
」
字
術
。
嘉
慶
十
年
本
に
よ
っ
て
削
る
。
◎
「
託
」
、
道
蔵
本
「
托
」

に
作
る
。
嘉
鹿
十
年
本
に
よ
っ
て
改
め
る
。

す
な
は

計
謀
の
用
、
公
は
私
に
如
か
ず
、
私
は
結
に
如
か
ず
。
結
は
而

ち
隙
無
き
者
な
り
。
正
は
奇
に
如
か
ず
。
奇
は
流
れ
て
止
ま
ら
ざ

る
者
な
り
。
故
に
人
主
に
説
く
者
は
、
必
ず
之
と
奇
を
言
ふ
。
人

臣
に
説
く
者
は
、
必
ず
之
と
私
を
言
ふ
。
其
の
身
、
内
に
し
て
、

其
の
言
、
外
な
る
者
は
疎
ん
ぜ
ら
る
。
其
の
身
、
外
に
し
て
、
其

の
言
、
深
き
者
は
危
し
。
人
の
欲
せ
ざ
る
所
を
以
て
、
之
を
人
に

強
ふ
る
無
か
れ
。
人
の
知
ら
ざ
る
所
を
以
て
、
之
を
人
に
教
ふ
る

無
か
れ
。
人
の
好
む
所
は
、
学
び
て
之
に
順
ふ
。
人
の
悪
む
有
る

や
、
避
け
て
之
を
緯
む
。
故
に
陰
道
に
し
て
之
を
陽
取
す
。
故
に

ほ
し
い
ま
ま

之
を
去
ら
ん
と
す
る
者
は
、
之
を
縦
に
せ
し
め
、
之
を
縦
に
す

る
者
は
、
之
に
乗
ず
。
貌
な
る
者
は
美
な
ら
ず
、
又
悪
な
ら
ず
。

故
に
至
情
は
焉
に
託
せ
ら
る
。

39
」
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こ
の
「
計
謀
」
の
用
い
方
と
し
て
、
「
公
」
（
そ
の
社
会
が
認
知

す
る
公
的
な
関
係
、
立
場
）
は
、
「
私
」
（
そ
の
人
の
好
悪
、
利
害

に
基
く
関
係
、
立
場
）
に
は
及
ば
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
私
」

は
、
「
結
」
（
心
を
―
つ
に
し
て
い
る
者
の
関
係
、
立
場
）
に
は
及

ば
な
い
。
「
結
」
は
、
融
合
し
た
隙
の
な
い
関
係
な
の
で
あ
る
。
同

様
に
、
「
正
」
（
世
間
の
認
め
る
基
準
に
か
な
っ
た
も
の
）
は
、
「
奇
」

（
そ
の
と
き
そ
の
事
態
に
か
な
っ
た
方
法
）
に
は
及
ば
な
い
。
「
奇
」

は
、
特
定
の
か
た
ち
に
縛
ら
れ
ず
、
流
れ
て
と
ど
ま
ら
ず
に
自
由

に
対
応
す
る
。
そ
れ
故
に
、
君
主
に
説
く
者
は
、
必
ず
君
主
と
「
奇
」

策
に
つ
い
て
語
り
、
人
臣
に
説
く
者
は
、
必
ず
そ
の
臣
下
と
「
私
」

事
に
つ
い
て
語
る
の
で
あ
る
。

そ
の
人
が
身
内
の
立
場
に
あ
る
の
に
、
そ
の
言
葉
が
外
部
に
漏

れ
る
よ
う
な
人
は
疎
ん
ぜ
ら
れ
る
。
そ
の
人
自
身
、
よ
そ
者
の
立

場
に
あ
る
の
に
、
そ
の
言
葉
が
深
く
立
ち
入
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、

身
に
危
険
が
及
ぶ
。

そ
の
人
が
望
ま
な
い
も
の
を
、
そ
の
人
に
強
制
し
て
は
な
ら
な

い
。
そ
の
人
が
知
ら
な
い
こ
と
を
、
そ
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
そ
の

人
に
教
え
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
人
が
好
む
も
の
は
、
学
ん
で
そ

れ
に
順
い
、
そ
の
人
が
憎
ん
で
い
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
避
け
て
、

そ
の
人
の
前
で
口
に
し
な
い
。
（
相
手
の
好
悪
、
エ
ゴ
に
触
れ
て
は

い
け
な
い
。
）
そ
れ
故
に
、
密
か
な
方
法
、
つ
ま
り
相
手
の
エ
ゴ
に

触
れ
な
い
よ
う
に
対
応
し
て
、
結
果
と
し
て
は
っ
き
り
し
た
形
で

22

謂
其
事
雖
近
、
彼
所
不
欲
、
莫
強
興
之
。
将
生
恨
怒
也
。
教
人
営
以

所
知
。
今
反
以
人
所
不
知
圏
霰
之
、
猶
以
暗
除
暗
、
翌
為
盆
哉
。

21 20 こ
ち
ら
の
意
図
を
達
成
す
る
。
そ
れ
故
に
、
追
い
出
し
た
い
と
思

う
人
に
は
、
そ
の
人
の
好
き
に
さ
せ
、
そ
の
人
が
調
子
に
乗
っ
て

増
長
し
て
来
た
ら
、
そ
の
機
に
乗
ず
る
。
人
間
関
係
の
様
相
と
い

う
も
の
は
、
美
し
い
も
の
で
は
な
い
、
又
醜
い
も
の
で
も
な
い
、

こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
に

至
情
、
こ
ち
ら
の
本
当
の
意
図
は
宿
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
3
9
」

18

公
者
、
揚
於
王
庭
、
名
為
緊
訟
、
莫
執
其
咎
、
其
事
難
成
。
私
者
、

不
出
門
庭
、
慎
密
無
失
、
其
功
可
立
。
臨
回
公
不
如
私
。
雖
復
僭
謀
、

不
如
彼
要
結
。
二
人
同
心
、
物
莫
之
間
、
欲
求
其
隙
、
其
可
得
乎
゜

19

正
者
、
循
理
守
常
、
難
以
速
進
。
奇
者
、
反
経
合
義
、
岡
軍
機
敬
°

故
正
不
如
奇
。
奇
計
一
行
、
則
流
通
而
莫
知
止
也
。
故
日
、
奇
流
而
不

止
者
也
。

興
人
主
言
奇
、
則
非
常
之
功
可
立
。
興
人
臣
言
私
、
則
保
身
之
道
可
全
。

身
在
内
而
言
外
泄
者
、
必
見
疏
也
。
身
居
外
而
言
深
切
者
、
必
見
危
也
。
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23

學
順
人
之
所
好
、
避
緯
人
之
所
悪
、
但
陰
自
為
之
、
非
彼
所
逆
、
彼

必
感
悦
、
明
言
以
報
之
。
故
曰
、
陰
道
而
陽
取
之
也
。

24

将
欲
取
之
．
必
先
聴
縦
、
令
極
其
過
悪
。
過
悪
既
極
、
便
可
以
法
乗

之
。
故
曰
、
縦
之
者
乗
之
也
。

25

貌
者
、
謂
察
人
之
貌
、
以
知
其
情
也
。
謂
其
人
中
和
平
談
、
見
善
不

美
、
見
悪
不
非
。
如
此
者
可
以
至
情
回
之
。
故
曰
、
至
情
卿
焉
。

可
知
者
、
可
用
也
。
不
可
知
者
、
謀
者
所
不
用
也
26
。
故
曰
、

事
貴
制
人
、
不
貴
見
制
於
人
。
制
人
者
、
握
植
也
。
見
制
於
人
者
、

制
命
也
27
。
故
聖
人
之
道
陰
、
愚
人
之
道
陽
28
。
智
者
事
易
而
不
智

者
事
難
。
以
此
観
之
、
亡
不
可
以
烏
存
、
而
危
不
可
以
為
安
。
然

而
無
為
而
貴
智
癸
29
。
智
用
於
衆
人
之
所
不
能
知
、
而
能
用
衆
人

之
所
不
能
見
30
。
既
用
、
見
可
揮
事
而
為
之
、
所
以
自
焉
也
。
見

不
可
探
事
而
為
之
‘
所
以
蔦
人
也
31
。
故
先
王
之
道
陰
、
言
有
之

曰
、
天
地
之
化
，
在
高
輿
深
、
聖
人
之
制
道
、
在
隠
輿
匿
。
非
獨

忠
信
仁
義
虚
中
正
而
已
癸
32
。
道
理
達
於
此
図
裏
、
則
可
輿
言
330

由
能
得
此
則
瓦
幽
穀
遠
近
之
義
3

4

0

4

0

」

◎
「
見
可
探
事
」
、
道
蔵
本
「
見
可
否
揮
事
」
に
作
る
。
「
否
」
字
術
。

前
槌
の
説
に
従
っ
て
削
る
。
◎
「
此
之
義
」
、
道
蔵
本
「
此
義
之
」
に

作
る
。
顛
倒
。
嘉
慶
十
年
本
に
よ
っ
て
改
め
る
。
◎
「
以
」
、
道
蔵
本

知
る
べ
き
者
は
、
用
ふ
べ
き
な
り
。
知
る
べ
か
ら
ざ
る
者
は
、

謀
者
の
用
ひ
ざ
る
所
な
り
。
故
に
日
く
、
事
は
人
を
制
す
る
を
貴

び
、
人
に
制
せ
ら
る
る
を
貴
ば
ず
、
と
。
人
を
制
す
る
と
は
、
権

を
握
る
な
り
。
人
に
制
せ
ら
る
る
と
は
、
命
を
制
せ
ら
る
る
な
り
。

故
に
聖
人
の
道
は
陰
、
愚
人
の
道
は
陽
な
り
。
智
者
は
易
を
事
と

し
、
不
智
者
は
難
を
事
と
す
。
此
を
以
て
之
を
観
る
に
、
亡
は
以

て
存
と
為
す
べ
か
ら
ず
、
危
は
以
て
安
と
為
す
べ
か
ら
ず
。
然
り

而
う
し
て
無
為
に
し
て
智
を
貴
ぶ
。
智
は
衆
人
の
知
る
能
は
ざ
る

所
に
用
ひ
、
能
は
衆
人
の
見
る
能
は
ざ
る
所
を
用
ふ
。
既
に
用
ひ
、

事
を
択
ぶ
べ
き
を
見
て
之
を
為
す
、
自
ら
為
に
す
る
所
以
な
り
。

事
を
択
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
を
見
て
之
を
為
す
、
人
の
為
に
す
る
所
以

こ
れ

な
り
。
故
に
先
王
の
道
は
陰
な
り
。
言
、
之
有
り
て
日
く
、
天
地

の
化
、
高
と
深
と
に
在
り
、
聖
人
の
道
を
制
す
る
は
、
隠
と
匿
と

に
在
り
、
と
。
独
り
忠
信
、
仁
義
の
み
に
非
ず
、
中
正
の
み
。
道

理
、
此
の
義
に
達
す
れ
ば
、
則
ち
典
に
言
ふ
べ
し
。
能
＜
此
を
得

る
に
由
ら
ば
、
則
ち
以
て
遠
近
の
義
を
穀
す
べ
し
。

40
」

知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、
使
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ

る
。
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
は
、
主
体
的
に
関
わ
れ
な
い
の

で
、
は
か
り
ご
と
を
す
る
者
は
、
使
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

「
奥
」
に
作
る
。
嘉
慶
十
年
本
に
よ
っ
て
改
め
る
。
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故
に
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
関
係
す
る
事
柄
で
大
切
な
の
は
、

人
を
制
し
主
体
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
り
、
人
に
制
せ
ら
れ
る
こ

と
は
貴
ぶ
べ
き
事
で
は
な
い
。
」
と
。
人
を
制
す
る
と
い
う
の
は
、

権
を
握
る
こ
と
、
死
命
を
制
し
、
そ
の
人
の
価
値
判
断
の
根
拠
と

な
る
こ
と
で
あ
る
。
人
に
制
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
命
、
そ
の

人
の
存
在
自
体
を
左
右
す
る
言
葉
を
制
せ
ら
れ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
聖
人
の
道
、
あ
り
方
は
、
陰
、

制
せ
ら
れ
る
命
か
ら
己
を
隠
す
あ
り
方
で
あ
り
、
愚
人
の
道
、
あ

り
方
は
、
陽
、
表
に
情
、
本
音
を
明
ら
か
に
し
、
支
配
さ
れ
る
よ

う
な
あ
り
方
で
あ
る
。
智
者
は
、
己
の
立
場
に
と
ら
わ
れ
拘
っ
た

り
せ
ず
、
為
す
べ
き
事
を
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
易
、
た
や
す
く

実
現
で
き
る
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
が
、
智
な
ら
ざ
る
者
は
、
己

に
と
ら
わ
れ
、
自
分
の
頭
の
中
の
理
想
を
そ
の
ま
ま
現
実
に
当
て

は
め
よ
う
と
す
る
の
で
、
実
現
の
困
難
な
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
な
ら
、
愚
人
や
不
智
者
の
あ
り
方
は
、

自
己
を
中
心
に
多
く
の
知
識
を
集
め
、
そ
れ
で
自
ら
の
立
場
を
安

定
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
亡
」
で
あ
り
、
「
危
」

で
あ
り
、
こ
の
「
亡
」
、
自
ら
の
主
体
を
失
う
よ
う
な
あ
り
方
は
、

「
存
」
、
主
体
を
保
持
し
て
い
る
と
は
で
き
な
い
し
、
「
危
」
、
自

ら
の
主
体
を
危
険
な
状
態
に
す
る
よ
う
な
あ
り
方
は
、
「
安
」
、
主

体
を
安
定
さ
せ
て
い
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聖
人
、
智
者
は
、
彼
ら
と
は
さ
か
さ
ま
に
、

己
に
と
ら
わ
れ
ず
、
無
為
な
る
立
場
に
あ
っ
て
、
こ
の
愚
人
、
不

智
者
も
尊
重
す
る
智
を
貴
ぶ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
聖
人
、
智
者

の
「
智
」
は
、
己
と
い
う
立
場
に
と
ら
わ
れ
た
衆
人
が
知
る
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
に
用
い
、
「
能
」
、
そ
の
能
力
、
は
た
ら
き
は
、

衆
人
が
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
用
い
る
。
そ
れ
は
、
衆
人

が
自
分
で
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
衆
人
自
身
の
前
提
、
己
そ
の

も
の
（
心
）
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
衆
人
自
身
が
見

る
こ
と
の
で
き
な
い
衆
人
自
身
の
視
点
自
体
を
成
立
さ
せ
る
、
己

に
と
ら
わ
れ
な
い
心
か
ら
す
る
言
葉
の
は
た
ら
き
を
用
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
心
に
対
し
「
中
正
」
（
心
そ
の
も
の
に
中
り
適
う
。
）

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
し
て
、
用
い
た
と
き
に
事
を
選
ぶ
こ
と

が
で
き
る
の
を
見
て
、
こ
の
智
を
行
う
の
は
、
自
分
自
身
の
あ
る

べ
き
あ
り
方
の
た
め
だ
か
ら
で
あ
り
、
事
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な

い
の
を
見
て
、
そ
れ
で
も
こ
の
智
を
行
う
の
は
、
人
々
の
た
め
だ

か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
先
王
（
古
代
の
理
想
的
支
配
者
）
の
道
、
あ
る
べ

き
あ
り
方
は
、
「
陰
」
、
我
を
立
て
ず
己
を
越
え
て
あ
る
べ
く
あ
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
残
さ
れ
て
い
る
。

「
天
地
の
化
、
万
物
を
変
化
さ
せ
る
は
た
ら
き
は
、
わ
れ
わ
れ
の

存
在
、
意
識
（
我
）
を
越
え
た
高
く
、
又
深
い
レ
ベ
ル
に
そ
の
根

拠
が
あ
る
の
で
あ
り
、
聖
人
が
、
道
、
あ
る
べ
き
あ
り
方
を
統
制

す
る
の
は
、
隠
と
匿
（
我
、
エ
ゴ
か
ら
は
見
え
な
い
隠
さ
れ
た
心
）
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28

聖
人
之
道
、
内
陽
而
外
陰
、
愚
人
之
道
、
内
陰
而
外
陽
。

27 に
そ
の
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
る
。
」

つ
ま
り
、
た
だ
（
儒
家
の
言
う
）
忠
信
、
仁
義
と
い
う
心
の
一

面
か
ら
と
ら
え
た
も
の
だ
け
と
い
う
訳
で
は
な
い
、
心
そ
の
も
の

に
中
り
適
う
「
中
正
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
道
理
、
あ
る

べ
き
あ
り
方
の
筋
道
に
つ
い
て
、
そ
の
人
の
視
点
が
、
こ
の
レ
ベ

ル
の
意
味
に
到
達
し
た
な
ら
、
一
緒
に
話
の
で
き
る
レ
ベ
ル
に
あ

る
。
こ
の
「
中
正
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
遠
近
の
義
、

彼
我
の
相
対
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
の
認
識
を
養
い
育
て

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

40
」

2
6
謂
彼
情
寛
密
、
可
令
知
者
、
可
為
用
謀
。
故
日
、
可
知
者
、
可
用
也
。

其
人
不
寛
密
、
不
可
令
知
者
、
謀
者
不
為
用
謀
也
。
故
日
、
不
可
知
者
、

謀
者
所
不
用
也
。

制
命
者
、
言
命
為
人
所
制
也
。

29

智
者
寛
恕
。
故
易
事
。
愚
者
猜
忌
。
故
難
事
。
然
而
不
智
園
、
必

有
危
亡
之
禍
、
以
其
難
事
。
故
賢
者
莫
得
申
其
計
鵞
、
則
亡
者
遂
亡
、

危
者
遂
危
、
欲
求
安
存
、
不
亦
難
乎
。
今
欲
存
其
亡
、
安
其
危
、
則
他

莫
能
為
。
惟
智
者
可
癸
。
故
日
、
無
為
而
貴
智
癸
。

33 

決

第

十

言
、
謀
者
暁
逹
道
理
、
能
於
此
義
逹
、
則
可
輿
語
至
而
言
極
癸
。

衆
人
所
不
能
知
、
衆
人
所
不
能
見
、
智
獨
能
用
之
、
所
以
貴
於
智
癸
。

31

亦
既
用
智
先
己
而
後
人
。
所
見
可
否
、
探
事
為
之
、
将
此
自
為
。
所

国
不
可
、
探
事
而
為
之
、
将
此
為
人
。
亦
猶
伯
榮
教
所
親
相
駕
胎
、
教

所
憎
相
千
里
也
。

3
2
言
先
王
之
道
、
貴
於
陰
密
。
尋
古
遺
言
、
證
有
此
理
曰
、
天
地
之
化
、

唯
在
高
深
、
聖
人
之
制
道
、
唯
在
隠
輿
匿
。
所
隠
者
、
中
正
自
然
合
道
、

非
専
在
惹
信
仁
蓋
也
。
故
日
、
非
獨
忠
信
仁
義
向
r

3
4
穀
、
養
也
。
若
能
得
此
道
之
義
、
則
可
居
大
賓
之
位
、
養
遠
近
之
人
、

誘
於
仁
器
之
域
也
。

凡
決
物
、
必
四
於
疑
者
善
其
用
祗
、
悪
其
有
患
。
害
至
於
誘
也
1
‘

終
無
惑
、
偏
有
利
焉
、
去
其
利
、
則
不
受
也
。
奇
之
所
託
2
、
若

有
利
於
善
者
隠
、
的
於
悪
、
則
不
受
癸
、
致
疏
遠
3

。
故
其
有
使

失
利
国
、
有
使
離
害
者
、
此
事
之
失
4

0

4

1

」

◎
「
凡
決
物
」
の
上
、
道
蔵
本
「
為
人
」
の
二
字
有
り
。
術
。
嘉
慶

30 
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決

第

十

凡
そ
物
を
決
す
る
、
必
ず
疑
ふ
者
の
其
の
福
を
用
ふ
る
を
善
と

ょ

す
る
も
、
其
の
患
有
る
を
悪
む
に
託
る
。
害
、
誘
ふ
に
至
る
や
、

終
に
惑
ふ
無
き
は
、
偏
に
利
有
る
も
、
其
の
利
を
去
れ
ば
、
則
ち

受
け
ざ
れ
ば
な
り
。
奇
の
託
る
所
、
若
し
善
し
と
す
る
に
利
有
る

者
は
隠
し
、
悪
む
に
託
ら
ば
、
則
ち
受
け
ず
し
て
疎
遠
を
致
す
。

故
に
其
の
利
を
失
は
し
む
る
者
有
り
、
害
に
離
ら
し
む
る
者
有
る

は
、
此
れ
事
の
失
な
り
。

41
」

お
よ
そ
物
事
に
決
断
を
下
す
の
は
、
必
ず
疑
い
迷
う
者
が
、
そ

の
福
、
利
点
を
用
い
る
の
を
善
し
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
悪
、
不

安
な
点
が
あ
る
こ
と
を
嫌
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
決
断
に
伴
う
害
が
、
心
を
誘
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
最
終
的
に

は
迷
う
こ
と
が
な
い
の
は
、
そ
う
し
な
い
こ
と
が
部
分
的
に
は
利

益
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
利
点
を
意
識
し
て
除
去
し
た
な
ら
受
け
付

決

第

十

十
年
本
に
よ
っ
て
削
る
。
◎
二
字
の
「
託
」
、
道
蔵
本
そ
れ
ぞ
れ
「
托
」

に
作
る
。
嘉
慶
十
年
本
に
よ
っ
て
改
め
る
。
◎
道
蔵
本
「
其
」

に
作
る
。
嘉
慶
十
年
本
に
よ
っ
て
改
め
る
。

4
 

3
 

2
 

ー け
な
い
か
ら
で
あ
る
。
、
優
れ
た
見
識
あ
る
決
断
で
も
、
も

し
相
手
が
善
し
と
す
る
考
え
に
と
っ
て
の
利
点
は
隠
し
、
相
手
が

嫌
う
考
え
に
よ
っ
て
示
す
な
ら
、
相
手
は
受
け
入
れ
ず
、
疎
ん
ぜ

ら
れ
遠
ざ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
故
に
、
決
断
さ
せ
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
彼
我
の
利
益
を
失
わ
せ
る
こ
と
が
あ

っ
た
り
、
損
害
を
蒙
ら
せ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
こ
れ
は
決
断
と

い
う
こ
と
で
の
失
策
で
あ
る
。

41
」

有
疑
然
後
決
。
故
曰
、
必
面
於
疑
者
。
凡
人
之
情
、
用
福
則
善
、

有
患
則
悪
。
福
患
之
理
、
未
明
、
疑
之
所
由
生
。
故
日
、
善
其
用
禰
、

悪
其
有
患
。
然
善
於
決
疑
者
、
必
誘
得
其
情
、
乃
能
断
其
可
否
也
。

懐
疑
曰
惑
、
不
正
曰
偏
。
決
者
、
能
無
惑
偏
、
行
者
乃
有
通
滑
。
然

後
福
利
生
焉
。
若
乃
去
其
福
利
、
則
疑
者
不
受
其
決
、
可
使
託
意
於
奇

也
。
趨
異
隻
常
曰
奇
。
一

謂
疑
者
本
其
利
善
、
而
決
者
隠
其
利
善
之
情
、
反
託
之
於
悪
、
則
不

受
其
決
、
更
至
疏
遠
癸
。

言
上
之
二
者
、
或
去
利
託
於
悪
。
疑
者
既
不
受
其
決
、
則
所
行
岡
能

通
清
。
故
有
失
利
羅
害
之
敗
。
凡
此
皆
決
事
之
失
也
。
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聖
人
所
以
能
成
其
事
者
有
五
。
有
以
陽
徳
之
者
、
有
以
陰
賊
之

者
、
有
以
信
誠
之
者
、
有
以
蔽
匿
之
者
、
有
以
平
素
之
者
5

。
陽

勘
於
一
言
、
陰
勘
於
二
言
。
平
素
櫃
機
、
以
用
四
者
、
微
而
施
之
6
0

於
是
度
図
往
事
、
瞼
之
来
事
、
参
之
平
素
、
可
則
決
之
7

。
公
王

大
人
之
事
也
、
危
而
美
名
者
、
可
則
決
之
8

。
不
用
費
力
而
易
成

者
、
可
則
決
之
9

。
用
力
犯
勤
苦
、
然
而
不
得
已
而
為
之
者
、
可

則
決
之
10
。
去
患
者
、
可
則
決
之
。
従
禰
者
、
可
則
決
之
11
。
故
夫

決
情
定
疑
、
萬
事
之
機
、
以
正
岡
圃
一
、
決
成
敗
、
難
為
者
12
。
故

先
王
乃
用
著
亀
者
以
自
決
也
1

3

0

4

2

」

◎
「
治
乱
」
、
道
蔵
本
「
乱
治
」
に
作
る
。
嘉
慶
十
年
本
に
よ
っ
て
改
め
る
。

聖
人
の
能
＜
其
の
事
を
成
す
所
以
の
者
に
五
有
り
。
陽
を
以
て

之
を
徳
す
る
者
有
り
、
陰
を
以
て
之
を
賊
す
る
者
有
り
、
信
を
以

て
之
を
誠
に
す
る
者
有
り
、
蔽
を
以
て
之
を
匿
す
者
有
り
、
平
を

っ
と

以
て
之
を
素
に
す
る
者
有
り
。
陽
は
言
を
一
に
す
る
に
勘
め
、
陰

は
言
を
二
に
す
る
に
勘
む
。
平
素
は
枢
機
、
以
て
四
者
を
用
ひ
、

微
に
し
て
之
を
施
す
。
是
に
於
て
之
を
往
事
に
度
り
、
之
を
来
時

に
験
し
、
之
を
平
素
に
参
じ
、
可
な
れ
ば
則
ち
之
を
決
す
。
公
王

大
人
の
事
や
、
危
に
し
て
名
を
美
に
す
る
者
は
、
可
な
れ
ば
則
ち

之
を
決
す
。
費
力
を
用
ひ
ず
し
て
成
し
易
き
者
は
、
可
な
れ
ば
則

ち
之
を
決
す
。
力
を
用
ひ
勤
苦
を
犯
す
、
然
れ
ど
も
已
む
を
得
ず

し
て
之
を
為
す
者
は
、
則
ち
之
を
決
す
べ
し
。
患
を
去
る
者
は
、

可
な
れ
ば
則
ち
之
を
決
す
。
福
に
従
ふ
者
は
、
可
な
れ
ば
則
ち
之

を
決
す
。
故
に
夫
の
情
を
決
し
、
疑
を
定
む
る
は
、
萬
時
の
機
に

し
て
以
て
治
乱
を
正
し
、
成
敗
を
決
す
る
も
、
為
し
難
き
者
な
り
。

し

き

故
に
先
王
は
、
乃
ち
著
亀
な
る
者
を
用
ひ
以
て
自
ら
決
す
る
な
り
。42」

聖
人
が
、
決
断
と
い
う
事
を
達
成
す
る
方
法
に
は
、
五
つ
あ
る
。

「
陽
」
、
積
極
性
に
よ
っ
て
そ
の
事
を
徳
し
育
て
る
と
い
う
こ
と

が
あ
り
、
「
陰
」
、
消
極
性
に
よ
っ
て
そ
の
事
を
賊
し
損
な
う
と
い

う
こ
と
が
あ
り
、
「
信
」
、
信
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
事
を
誠
、

実
あ
る
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
「
蔽
」
、
視
野
か
ら
は

ず
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
事
を
考
慮
の
範
囲
外
に
隠
す
と
い
う
こ

と
が
あ
り
、
「
平
」
、
日
常
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
事
を
「
素
」
、

も
と
も
と
そ
う
で
あ
る
様
な
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
に
す
る
と
い

う
こ
と
が
あ
る
。

「
陽
」
、
積
極
性
は
、
言
を
一
に
し
、
同
じ
事
を
言
う
こ
と
に
努

め
る
。
「
陰
」
、
消
極
性
は
、
言
を
二
に
し
、
そ
う
で
も
よ
い
が
、

そ
う
で
な
く
と
も
よ
い
と
い
う
よ
う
に
、
事
を
相
対
化
す
る
こ
と

に
努
め
る
。
「
平
、
素
」
は
、
日
常
的
に
当
た
り
前
の
事
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
枢
機
、
す
べ
て
の
行
動
の
中
軸
と
し
て
、

「
陰
、
陽
、
信
、
蔽
」
の
四
者
を
用
い
、
密
か
に
こ
れ
ら
を
実
施

す
る
。

(95) 



そ
こ
で
、
決
断
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
、
過
去
の
事
例

を
参
考
に
推
し
量
り
、
こ
れ
を
来
事
、
将
来
に
具
体
化
し
得
る
事

か
を
実
験
し
、
更
に
こ
れ
を
平
素
の
状
態
と
し
て
当
て
は
め
て
み

て
、
実
行
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
決
断
を
下
す
。
「
公
王
、

大
人
の
事
」
、
人
を
管
理
す
る
立
場
に
あ
る
者
の
事
と
し
て
は
、
危

険
が
あ
っ
て
も
、
名
、
正
当
な
社
会
的
評
価
を
高
め
る
よ
う
な
も

の
は
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
決
断
す
る
。
費
用
労
力
を
用
い

ず
に
完
成
さ
せ
や
す
い
も
の
は
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
決
断

す
る
。
労
力
を
用
い
、
勤
め
苦
し
む
よ
う
な
こ
と
を
敢
え
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
立
場
に
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
や
む

を
得
ず
こ
れ
を
行
う
べ
き
様
な
も
の
は
、
こ
れ
を
決
断
す
る
の
が

宜
し
い
。
患
、
心
配
事
、
気
に
か
か
る
こ
と
を
解
決
す
る
よ
う
な

も
の
は
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
決
断
す
る
。
そ
う
す
る
ほ
う

が
、
「
福
」
、
よ
い
状
態
に
な
る
よ
う
な
も
の
は
、
可
能
で
あ
れ
ば
、

こ
れ
を
決
断
す
る
。

そ
れ
故
に
、
情
、
本
音
を
一
定
方
向
に
決
し
、
疑
問
、
不
安
を

切
り
捨
て
、
安
定
し
た
状
態
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
の

「
機
」
、
要
で
あ
り
、
治
乱
を
正
し
、
秩
序
を
生
み
出
し
、
成
敗
を

決
し
、
事
が
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
を
決
す
る
も
の
な
の
で
あ
る

が
、
決
断
に
は
、
為
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
先
王
、

古
代
の
理
想
的
支
配
者
は
、
め
ど
き
や
亀
卜
な
ど
の
占
い
と
い
う

形
式
を
用
い
て
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
自
ら
そ
の
決
断
を

11 10 

，
 

8

危
、
由
高
也
。
事
高
而
名
美
者
則
為
決
之
。

7
 

6
 

5
 

下
し
た
の
で
あ
る
。

窮
物
理
。
凡
所
決
事
期
於
必
成
。
事
成
理
著
者
、
以

陽
徳
決
之
。
情
隠
言
偶
者
、
以
陰
賊
決
之
。
道
誠
志
直
者
信
誠
決
之
。

姦
小
禍
微
者
、
以
蔽
匿
決
之
。
循
常
守
故
者
、
以
平
素
決
之
。

動
、
勉
也
。
陽
、
為
君
道
。
故
所
言
必
動
於
一
。
一
、
無
為
也
。
陰
、

為
臣
道
。
故
所
言
必
動
於
二
。
二
、
有
為
也
。
君
道
、
無
為
。
故
以
平

素
為
主
。
臣
道
、
有
烏
。
故
以
櫃
機
為
用
。
言
一
也
、
二
也
、
平
素
也
、

櫃
機
也
。
四
者
其
所
施
為
、
必
精
微
而
契
妙
。
然
後
事
行
而
理
不
難
。

君
臣
既
有
定
分
。
然
後
度
往
瞼
来
、
参
以
平
素
、
計
其
是
非
於
理
。

既
可
則
為
之
決
也
。

所
謂
恵
而
不
費
。
故
為
決
之
。

所
謂
知
之
所
無
奈
何
、
安
之
若
命
。
故
為
之
決
。

去
患
従
禍
之
人
、
理
之
大
順
。
故
為
決
之
也
。

42」
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13 

第
十

12

治
胤
以
之
正
、
成
敗
以
之
決
、
失
之
篭
蓋
、
差
之
千
里
、
橿
機
之
稜
、

榮
辱
之
主
。
故
曰
、
難
為
。

夫
以
先
王
之
聖
智
、
無
所
不
通
、
猶
用
著
亀
以
自
決
。
況
自
斯
已
下
、

而
可
以
専
己
．
自
信
不
博
謀
於
通
識
者
哉
。

符

言

第

十

二
1

◎
「
符
言
」
篇
の
内
容
は
、
ほ
ぼ
『
管
子
』
「
九
守
篇
」
と
其
の
文
義

が
一
致
す
る
。

安
徐
正
静
、
其
被
節
無
不
肉
2
。
善
輿
而
不
静
、
虚
心
平
意
以

待
傾
損
3
0

国

主

位

4

4

3

」

◎
「
右
」
字
、
道
蔵
本
は
以
下
の
総
て
の
「
主
〇
」
の
篇
題
に
於
い

て
「
有
」
に
作
る
。
嘉
慶
十
年
本
に
よ
っ
て
総
て
改
め
る
。

符
言

安
徐
正
静
な
れ
ば
、
其
の
被
節
、
肉
な
ら
ざ
る
無
し
。
善
＜
典

る
も
静
な
ら
ざ
れ
ば
、
虚
心
平
意
、
以
て
傾
損
を
待
っ
゜

4
 

3

言
人
君
善
輿
事
接
而
不
安
静
者
、
但
虚
心
平
意
以
待
之
、
傾
損
之
期

必
至
癸
°

2

被
、
及
也
。
肉
、
肥
也
。
篤
饒
裕
也
。
言
人
若
居
位
能
安
徐
正
静
、

則
所
及
之
節
度
、
無
不
饒
裕
向
『

主
於
位
者
、
安
徐
正
静
而
已
。

1

敬
言
必
瞼
、
有
若
符
契
、
故
曰
、
符
言
。

右
主
位
（
人
を
管
理
す
る
立
場
に
あ
る
者
の
要
と
す
る
も
の
）43」

符
言

安
徐
正
静
、
心
が
安
ら
か
で
、
緩
や
か
に
、
歪
み
な
く
、
物
に

動
か
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
身
の
節
度
、
対
応
は
充
分
で
な
い
も

の
は
な
い
。
善
く
関
わ
っ
て
も
、
相
手
が
心
を
あ
ち
こ
ち
と
動
か

し
、
静
め
ら
れ
な
い
な
ら
、
こ
ち
ら
は
虚
心
平
意
、
と
ら
わ
れ
ず

平
常
の
気
持
ち
を
保
ち
、
相
手
が
こ
ち
ら
に
傾
き
、
自
ら
の
意
を

抑
損
し
、
へ
り
く
だ
る
の
を
待
つ
。

第
十

右

主

位

芭

(97) 



目
に
と
っ
て
は
、
明
、
は
っ
き
り
見
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、

耳
に
と
っ
て
は
、
聡
、
は
っ
き
り
聞
く
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
心

に
と
っ
て
は
、
智
、
は
っ
き
り
と
知
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
己

に
と
ら
わ
れ
な
い
天
下
の
目
で
も
の
を
見
れ
ば
、
見
え
な
い
も
の

は
な
い
。
天
下
の
耳
で
話
を
聴
け
ば
、
聞
こ
え
な
い
も
の
は
な
い
。

天
下
の
心
で
物
事
を
慮
れ
ば
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
な
い
。
車
の

輻
（
ス
ポ
ー
ク
）
が
中
心
に
集
ま
る
よ
う
に
、
人
々
の
明
、
聡
、

智
が
、
そ
の
人
に
集
ま
り
、
す
べ
て
そ
の
人
に
向
か
う
な
ら
、
そ

の
人
の
明
は
、
蔽
い
塞
ぐ
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。

右

主

明

固

主

明

8

44」

目
は
明
を
貴
び
、
耳
は
聡
を
貴
び
、
心
は
智
を
貴
ぶ
。
天
下
の

目
を
以
て
視
る
者
は
、
則
ち
見
ざ
る
無
し
。
天
下
の
耳
を
以
て
聴

く
者
は
、
則
ち
聞
か
ざ
る
無
し
。
天
下
の
心
を
以
て
慮
る
者
は
、

則
ち
知
ら
ざ
る
無
し
。
輻
湊
し
並
び
進
ま
ば
、
明
、
塞
ぐ
べ
か
ら
ず
。 44 

L.... 

目
貴
明
、
耳
貴
聰
、
心
貴
智
5
。
以
天
下
之
目
視
者
、
則
無
不

見
。
以
天
下
之
耳
聰
者
、
則
無
不
聞
。
以
天
下
之
心
慮
者
、
則
無

不
知
6
。
輻
湊
並
進
、
明
不
可
塞
7
0

徳
之
術
曰
、
勿
堅
而
拒
之
9
。
許
之
則
防
守
、
拒
之
則
閉
塞
100

高
山
仰
之
可
極
、
深
淵
度
之
可
測
、
誹
明
之
徳
術
正
静
、
其
莫
之

極
110

右

主

徳

1

2

4

5

」

◎
「
徳
」
、
道
蔵
本
「
位
」
に
作
る
。
嘉
慶
十
年
本
に
よ
っ
て
改
め
る
。

8
 

7
 

6
 

5
 徳

の
術
に
日
く
、
堅
に
し
て
之
を
拒
む
勿
れ
、
と
。
之
を
許
さ

目
明
則
視
無
不
見
、
耳
聰
則
聰
無
不
聞
、
心
智
則
思
無
不
通
。
図
三

者
無
擁
則
何
措
而
非
営
也
。

晦
在
帝
発
、
聰
明
文
思
、
光
宅
夭
下
、
蚕
用
此
道
也
。

夫
聖
人
不
自
用
其
聰
明
思
慮
而
任
之
天
下
。
故
明
者
為
之
視
、
聰
者

為
之
聰
、
智
者
為
之
謀
、
若
雲
従
龍
、
風
従
虎
、
柿
然
而
莫
之
能
禦
。

輻
湊
井
近
、
不
亦
宜
乎
。
若
日
月
照
臨
、
其
可
塞
哉
。
故
日
、
明
不
可

塞
也
。

主
於
明
者
以
天
下
之
目
視
也
。

右
主
明
（
は
っ
き
り
と
も
の
を
見
る
こ
と
に
と
っ
て
大
切
な
事
）44」

(98) 



右
主
徳
（
心
の
は
た
ら
き
に
と
っ
て
大
切
な
事

徳
の
術
、
心
の
は
た
ら
か
せ
方
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

「
堅
、
頑
な
な
態
度
で
人
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。
」
様
々
な
人
の

あ
り
様
を
許
し
認
め
る
な
ら
、
人
は
帰
属
意
識
を
持
っ
て
従
い
、

組
織
を
守
ろ
う
と
す
る
が
、
頑
な
で
拒
む
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
れ

ば
、
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
殻
に
閉
じ
こ
も
り
、
組
織
は
閉
塞
す
る
。

高
い
山
は
、
高
い
と
い
っ
て
も
‘
―
つ
の
形
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
以
上
、
仰
ぎ
見
て
、
そ
れ
を
こ
う
だ
と
限
定
で
き
る
し
、

深
い
淵
も
、
深
い
と
い
っ
て
も
、
一
っ
の
形
で
あ
り
、
結
局
測
る

こ
と
で
こ
う
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
神
明
の
徳
術
、
そ
こ
か

ら
は
こ
う
だ
と
と
ら
え
ら
れ
な
い
が
、
優
れ
た
心
の
は
た
ら
か
せ

方
は
、
正
静
、
心
の
あ
る
べ
き
あ
り
方
に
合
致
し
、
我
に
よ
っ
て

動
か
さ
れ
ず
、
そ
の
も
の
の
ま
ま
で
あ
り
、
本
当
に
こ
れ
を
こ
う

で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
無
限
に
対
応
す
る
も

の
な
の
で
あ
る
。

右

主

徳

45」 45」

ば
則
ち
防
守
す
る
も
、
之
を
拒
ま
ば
則
ち
閉
塞
す
。
高
山
は
之
を

仰
い
で
極
む
べ
く
、
深
淵
は
之
を
度
り
て
測
る
べ
き
も
、
神
明
の

徳
術
は
正
静
、
其
れ
之
を
極
む
る
莫
し
。

12 10

言
許
而
容
之
、
衆
必
蹄
而
防
守
。
拒
而
逆
之
、
衆
必
違
而
閉
塞
。
蹄

而
防
守
、
則
危
、
可
安
。
違
而
閉
塞
、
則
通
更
奎
。
夫
崇
徳
者
、
安
可

以
玉
園
納
哉
。

11

高
莫
過
山
、
猶
可
極
、
深
莫
過
淵
、
猶
可
測
、
若
乃
紳
明
之
徳
術
正

静
、
迎
之
不
見
其
前
、
隠
之
不
見
其
後
、
其
可
測
量
哉
。

用
賞
貴
信
、
用
刑
貴
正
13
。
賞
賜
貴
信
、
必
瞼
耳
目
之
所
見
聞
、

其
所
不
見
聞
者
、
莫
不
闇
化
癸
14
。
誠
暢
於
天
下
紳
明
、
而
況
姦

者
干
君
150

賞
を
用
ふ
る
は
信
を
貴
び
、
刑
を
用
ふ
る
は
正
を
貴
ぶ
。
賞
賜

は
信
を
貴
び
、
必
ず
耳
目
の
見
聞
す
る
所
に
験
す
れ
ば
、
其
の
見

の

聞
せ
ざ
る
所
の
者
、
闇
化
せ
ざ
る
莫
し
。
誠
、
天
下
に
暢
ぶ
る
こ

，
 

国

主

賞

16

主
於
徳
者
、
在
於
闇
園
而
勿
距
也
。

46 
'-

崇
徳
之
術
、
在
於
恢
圏
哺
納
。
山
不
譲
塵
、
故
能
成
其
高
。
海
不
僻

流
、
故
能
成
其
深
。
聖
人
不
拒
衆
、
故
能
成
其
大
。
故
日
、
勿
堅
而
拒

之
也
。

(99) 



14 

―
―
口
施
恩
行
賞
、
耳
目
所
見
聞
、
則
能
瞼
察
不
謬
、
動
必
営
功
。
如
此

13

賞
信
則
立
功
之
士
、
致
命
捐
生
、
刑
正
則
受
敬
之
人
、
没
臨
無
怨
也
。

右
表
彰
す
る
と
き
に
大
切
な
こ
と
は
、
「
信
」
、
本
当
に
評
価
し
て

い
る
と
い
う
こ
ち
ら
の
意
思
が
相
手
に
伝
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
処

分
、
処
罰
す
る
と
き
に
大
切
な
こ
と
は
、
「
正
」
、
筋
が
通
っ
て
い

る
こ
と
、
動
か
し
難
い
妥
当
性
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

恩
賞
を
与
え
る
と
き
に
、
こ
の
「
信
」
を
大
切
に
し
、
必
ず
こ
う

す
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
自
ら
が
関
係
し
て
い
る
範
囲
に
は
っ
き

り
と
示
し
た
な
ら
、
そ
の
人
物
が
直
接
は
関
係
し
て
い
な
い
人
々

は
、
密
か
に
そ
の
態
度
を
改
め
な
い
者
は
な
い
。
「
誠
」
、
己
を
虚

し
く
し
、
白
を
白
と
言
い
切
る
心
の
現
れ
は
、
そ
の
世
界
に
人
知

で
は
計
り
知
れ
な
い
が
、
は
っ
き
り
と
行
き
渡
る
。
ま
し
て
、
賎

し
い
心
根
で
、
君
主
に
利
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
者
に
は
、
尚

更
は
っ
き
り
と
影
響
す
る
。

主
賞
（
褒
め
る
こ
と
で
大
切
な
点
）

右

主

賞

も
と

と
神
明
、
而
る
に
況
ん
や
姦
者
の
君
に
干
む
る
も
の
を
や
。

46 
L-

46 
L— 

15

言
毎
賞
必
信
、
則
至
誠
暢
於
天
下
、
紳
明
保
之
如
赤
子
、
天
祗
不
傾
、

如
泰
山
。
又
況
不
退
之
徒
閏
商
奮
其
姦
謀
E
宝
盆
g
位
者
哉
。
此
猶
腐
肉

之
歯
、
剣
鋒
接
必
無
事
癸
゜

主
於
賞
者
、
貴
於
信
也
。

一
曰
天
之
、
二
曰
地
之
、
三
曰
人
之
17
。
四
方
上
下
、
左
右
前

後
、
焚
惑
之
虞
安
在
180

一
に
日
く
、
之
に
天
あ
り
、
二
に
日
く
、
之
に
地
あ
り
、
三
に

け
い
わ
く

日
く
、
之
に
人
あ
り
。
四
方
上
下
、
左
右
前
後
、
焚
惑
の
処
、
安

に
か
在
る
。

す
べ
て
の
対
象
に
は
、
第
一
に
天
が
有
り
、
第
二
に
地
が
有
り
、

第
三
に
人
が
有
る
。
（
天
と
は
、
そ
の
も
の
に
と
っ
て
の
大
前
提
、

理
念
的
存
在
根
拠
で
あ
り
、
地
と
は
、
そ
の
前
提
下
に
於
け
る
具

16 

右

主

問

固

主

問

19

則
信
在
言
前
、
雖
不
見
聞
者
、
莫
不
闇
化
也
。

47」
47
」

(100) 



19 体
的
条
件
で
あ
り
、
人
と
は
、
そ
の
条
件
下
に
お
け
る
具
体
的
活

動
に
相
当
す
る
。
）
こ
の
よ
う
に
分
類
対
応
し
た
な
ら
、
四
方
上
下
、

左
右
前
後
、
対
応
に
迷
う
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

18

夫
四
方
、
上
下
、
左
右
、
前
後
聞
宥
陰
陽
向
背
之
宜
。
有
國
従
事
者
、

不
可
不
知
。
又
焚
焙
、
夭
之
法
星
、
所
居
災
青
、
吉
凶
尤
著
。
故
曰
、

雖
有
明
夭
子
、
必
察
焚
焙
之
所
在
。
故
亦
須
知
図
「

主
於
問
者
、
須
朔
三
オ
之
道
。

心
為
九
窮
之
治
、
君
為
五
官
之
長
20
。
為
善
者
、
君
輿
之
賞
、

為
非
者
、
君
輿
之
罰
21
。
君
因
其
所
以
求
、
因
輿
之
、
則
不
努
220

聖
人
用
之
。
故
能
賞
之
。
因
之
循
理
。
臨
能
久
長
230

◎
「
君
因
其
所
以
求
」
、
道
蔵
本
「
君
因
其
政
之
所
以
求
」
に
作
る
。

嘉
慶
十
年
本
に
よ
っ
て
「
政
之
」
の
二
字
を
削
る
。
◎
「
故
」
、
道
蔵

本
「
固
」
に
作
る
。
嘉
慶
十
年
本
秦
恩
復
の
案
語
「
案
一
本
作
故
。

郵
析
子
亦
作
故
。
故
固
古
字
通
。
」
及
び
『
管
子
』
九
守
篤
の
文
に
よ

17

夭
有
逆
順
之
紀
、
地
有
孤
虚
之
囮
、
人
有
通
塞
之
分
。
有
天
下
者
宜

皆
知
之
。

右
主
問
（
問
題
を
立
て
る
と
き
に
大
切
な
点
）

47」

っ
て
改
め
る
。

き
う
け
う

心
は
九
痰
の
治
を
為
し
、
君
は
五
官
の
長
為
り
。
善
を
為
す
者
、

君
、
之
に
賞
を
奥
へ
、
非
を
為
す
者
、
君
、
之
に
罰
を
典
ふ
。
君
、

其
の
求
む
る
所
以
に
因
り
て
、
因
り
て
之
に
奥
ふ
れ
ば
、
則
ち
労

せ
ず
。
聖
人
、
之
を
用
ふ
。
故
に
能
＜
之
を
賞
す
。
之
に
因
る
は

理
に
循
ふ
。
故
に
能
＜
久
長
な
り
。

心
は
、
口
、
耳
、
目
な
ど
の
九
疲
（
九
穴
）
の
調
整
を
し
、
君

は
、
五
官
（
百
官
）
の
長
で
あ
る
。
善
を
為
す
者
に
は
、
君
は
心

と
同
様
に
そ
の
人
物
に
賞
を
与
え
、
非
、
不
善
を
為
す
者
に
は
、

君
は
罰
を
与
え
る
役
目
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
君
は
五
官
が
何
故
そ

れ
を
求
め
て
い
る
の
か
と
い
う
理
由
に
基
き
、
そ
こ
で
五
官
に
そ

の
求
め
て
い
る
も
の
を
与
え
た
な
ら
、
苦
労
す
る
と
こ
ろ
は
な
い

の
で
あ
る
。
聖
人
は
こ
の
考
え
方
を
用
い
る
。
そ
れ
故
に
五
官
を

然
る
べ
く
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
五
官
が
求
め
て
い

る
と
こ
ろ
に
基
く
と
い
う
の
は
、
道
理
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
永
続
性
あ
る
あ
り
方
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

右

主

因

右

主

因

24

竺
48 
L _  
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人
主
不
可
不
周
。
人
主
不
周
、
則
群
臣
生
胤
25
。
家
子
其
無
常

也
、
内
外
不
通
、
安
知
所
開
26
。
開
閉
不
善
、
不
見
原
也
270

人
主
は
周
か
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
人
主
周
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち

群
臣
、
乱
を
生
ず
。
其
の
常
無
き
に
家
す
る
や
、
内
外
通
ぜ
ず
、

安
ん
ぞ
開
く
所
を
知
ら
ん
。
開
閉
善
な
ら
ざ
る
は
、
原
を
見
ざ
る

24 

固

主

周
28

22

輿
者
、
應
彼
所
求
。
求
者
岡
宦
而
岡
r

之
無
怠
。
循
性
而
動
。
何
労
之
有
。

23

因
求
而
興
、
悦
莫
大
焉
。
雖
無
玉
吊
、
勧
同
賞
癸
。
然
因
逆
理
、
禍

莫
速
焉
。
因
之
循
理
。
固
窟
長
久
。

主
於
因
者
、
貴
於
循
理
。

21

．
賞
善
罰
非
、
為
政
之
大
経
也
。

應
求
則
取
不
妄
、
得
應
則
行

20

九
痰
運
為
、
心
之
所
使
、
五
官
動
作
、
君
之
所
命
。

右
主
因
（
何
を
根
拠
に
支
配
す
る
か
と
い
う
こ
と
）

49 
L— 48」

27 

君
主
は
、
中
心
と
し
て
相
応
し
く
あ
る
よ
う
に
、
あ
ま
ね
く
偏

り
な
く
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
君
主
が
あ
ま
ね
く
偏
り
な

く
対
応
し
な
け
れ
ば
、
群
臣
は
、
混
乱
を
起
し
、
比
周
し
て
徒
党

を
組
む
。
君
主
が
常
の
な
い
あ
り
方
に
居
座
る
な
ら
、
そ
の
心
の

内
と
外
の
情
報
は
通
ぜ
ず
、
妥
当
な
判
断
が
下
せ
な
く
な
る
。
そ

れ
で
ど
う
し
て
口
を
開
き
意
を
伝
え
る
べ
き
相
手
が
わ
か
ろ
う
か
。

ロ
を
開
く
と
閉
じ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
婢
閾
し
主
体
を
保
持
す
る

こ
と
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
の
は
、
原
点
を
見
な
い
、
中
心

に
相
応
し
く
対
応
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

主
周
（
あ
ま
ね
く
偏
り
な
く
対
応
す
る
こ
と
の
要
点
）

26

家
、
猶
業
也
。
群
臣
既
胤
。
故
所
業
者
無
常
而
内
外
閉
塞
、
鱗
途
多

擬
。
何
如
知
所
開
乎
。

開
閉
、
即
稗
閾
也
。
既
不
用
婢
閾
之
理
。
故
不
見
為
善
之
源
也
。

25

周
、
謂
偏
知
物
理
。
於
理
不
周
、
故
群
臣
趾
也
。

右 右

主

周

な
り
。

49」 竺

(102) 



―
つ
に
は
、
目
に
優
れ
た
も
の
と
し
て
示
す
。
二
つ
に
は
、
耳

に
そ
の
あ
り
方
を
飛
し
伝
え
る
。
三
つ
に
は
、
明
を
樹
て
、
歪
み

な
い
あ
り
方
、
見
識
を
自
ら
の
口
か
ら
出
し
て
言
葉
に
す
る
。
明
、

歪
み
な
く
妥
当
性
あ
る
見
識
で
あ
れ
ば
、
遥
か
千
里
の
外
ま
で
、

隠
微
の
中
の
隠
れ
た
人
々
に
ま
で
伝
わ
る
。
こ
れ
を
「
洞
」
、
深
い

と
い
う
。
こ
の
様
に
す
れ
ば
、
そ
の
世
界
の
姦
、
邪
悪
な
者
（
エ

ゴ
イ
ス
ト
）
は
、
密
か
に
そ
の
態
度
を
変
え
な
い
者
は
な
い
。

28 

右

主

恭

主
於
周
者
、
在
於
循
知
物
理
。

芭

一
曰
長
目
、
二
曰
飛
耳
、
三
曰
樹
明
29
。
同
国
千
里
之
外
、
隠

微
之
中
、
是
謂
洞
。
天
下
姦
、
莫
不
闇
愛
300

右

主

恭

3

1

5

0

」

◎
「
明
知
」
、
道
蔵
本
欠
。
嘉
慶
十
年
本
に
よ
っ
て
補
う
。
◎
「
愛
30
」

の
下
、
道
蔵
本
「
更
」
字
有
り
。
嘉
慶
十
年
本
に
よ
っ
て
削
る
。

一
に
日
く
、
目
に
長
ず
。
二
に
日
く
、
耳
に
飛
す
。
三
に
日
く
、

明
を
樹
つ
。
明
な
れ
ば
千
里
の
外
、
隠
微
の
中
に
知
ら
る
、
是
れ

を
洞
と
謂
ふ
。
天
下
の
姦
、
闇
変
せ
ざ
る
莫
し
。

29

用
夭
下
之
目
視
、
故
日
長
司
r

用
天
下
之
耳
聰
、
故
日
飛
耳
。
用
夭

下
之
心
慮
、
故
日
樹
明
。

30

言
用
天
下
之
心
慮
、
則
無
不
知
。
故
千
里
之
外
、
隠
微
之
中
、
莫
不

玄
覧
。
既
察
隠
微
。
故
為
姦
之
徒
、
絶
邪
於
心
脳
。
故
日
、
莫
不
闇
嬰

翠°
主
於
恭
者
、
在
於
聰
明
文
思
゜

循
名
而
為
賓
、
安
而
完
32
。
名
賓
相
生
、
反
相
為
情
33
。
故
曰
、

名
営
則
生
於
買
‘
賓
生
於
理
34
。
理
生
於
名
賓
之
徳
35
、
徳
生
於
和
、

和
生
於
営
360

名
に
循
ひ
て
実
を
為
さ
ば
、
安
ら
か
に
し
て
完
し
。
名
実
相
ひ

生
ず
れ
ば
、
反
り
て
相
ひ
情
と
為
る
。
故
に
日
く
、
名
の
当
る
は
、

則
ち
実
よ
り
生
じ
、
実
は
理
よ
り
生
ず
。
理
は
名
実
の
徳
よ
り
生

じ
、
徳
は
和
よ
り
生
じ
、
和
は
当
よ
り
生
ず
。

31 

固

主

名

37

51
」

右
主
恭
（
我
に
と
ら
わ
れ
ず
あ
る
べ
く
あ
る
こ
と
の
大
切
な
点
）50」
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34 33

循
名
而
為
賓
、
因
賓
而
生
名
。
名
賓
不
栃
、
則
情
在
其
中
国
『

32 

主
名
（
言
葉
の
本
質
）

賓
既
副
名
、
所
以
安
全
。

名
営
自
生
於
賓
、
賓
立
自
生
於
理
。

右 右

主

名

51」

言
葉
に
従
い
、
そ
れ
に
相
応
し
く
行
動
す
る
な
ら
、
心
は
安
ら

か
で
、
あ
り
方
と
し
て
は
完
全
で
あ
る
。
言
葉
と
実
際
が
関
わ
り

あ
っ
て
生
ず
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
し
た
私
と
い
う
か
た
ち
で
、
そ

の
人
の
情
、
本
質
と
な
る
。
そ
れ
故
に
次
の
様
に
言
わ
れ
る
。
「
言

葉
が
当
た
っ
て
い
る
、
相
応
し
い
と
い
う
の
は
、
相
応
し
い
実
際

の
あ
り
方
か
ら
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
際
の
あ
り
方

は
、
理
、
物
の
筋
道
に
沿
う
こ
と
か
ら
生
ず
る
。
こ
の
理
、
筋
道

は
、
名
実
の
徳
、
つ
ま
り
言
葉
と
実
際
を
相
応
し
く
関
係
づ
け
よ

う
と
す
る
心
の
は
た
ら
き
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ

の
徳
、
心
の
は
た
ら
き
は
、
和
、
歪
み
な
い
関
わ
り
あ
い
か
ら
生

じ
、
和
は
、
当
、
妥
当
性
あ
る
判
断
か
ら
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。 51」

37 36 

有
徳
必
和
、
能
和
自
営
。

主
於
名
者
、
在
於
稲
賓
。

韓

丸

肪

圏

二

篇

皆

亡

1

◎
「
徳
」
道
蔵
本
「
乱
」
に
作
る
。
秦
恩
復
に
従
っ
て
改
め
る
。
◎

「
轄
丸
」
篇
、
「
肪
箇
」
篇
の
内
容
は
、
武
内
義
雄
の
研
究
に
よ
れ
ば

『
意
林
』
巻
二
に
引
用
さ
れ
た
『
鬼
谷
子
』
の
侠
文
の
最
後
の
二
条

と
、
『
史
記
』
太
史
公
自
序
に
あ
る
鬼
谷
子
か
ら
の
引
用
と
思
わ
れ
る

も
の
一
条
、
及
び
『
説
苑
』
善
説
篇
に
引
用
さ
れ
た
文
が
そ
の
一
部

分
で
あ
る
。
又
「
肪
箆
」
篇
は
、
『
荘
子
』
肪
箇
篇
と
同
一
の
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
肪
箇
篇
に
つ
い
て
は
、
嘉
慶
十
年
本
の
秦
恩
復
の

案
語
に
、
唐
の
趙
耗
の
『
長
短
経
』
反
経
篇
が
『
鬼
谷
子
』
に
日
＜

と
し
て
『
荘
子
』
肪
箆
篇
の
文
を
引
用
し
て
い
る
事
を
指
摘
す
る
。

武
内
氏
に
こ
の
指
摘
が
無
い
の
は
、
或
い
は
氏
の
見
た
秦
恩
復
本
は

乾
隆
五
四
年
刊
本
の
み
で
、
嘉
慶
十
年
刊
本
は
未
見
で
あ
る
か
ら
か

も
知
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
論
断
に
従
い
、
巻
末
に
『
説

苑
』
善
説
篇
に
引
用
さ
れ
た
文
、
及
び
『
意
林
』
引
用
の
二
条
、
『
史

記
』
太
史
公
自
序
に
あ
る
鬼
谷
子
か
ら
の
引
用
、
『
荘
子
』
肢
簑
篇
の

全
文
を
そ
れ
ぞ
れ
付
加
し
た
。
『
荘
子
』
肪
筐
篇
以
外
は
総
て
ひ
と
ま

35

無
理
不
営
、
則
名
買
之
徳
自
生
也
。
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鬼

谷

子

巻

中

ー

ず
「
轄
丸
」
篇
に
配
当
し
、
「
轄
丸
篇
侠
文
」
と
し
て
本
文
の
最
後
（
下

巻
）
に
付
加
し
た
。

或
有
荘
周
肪
箆
而
充
次
第
者
。
按
鬼
谷
之
書
、
祟
尚
計
謀
、
祖
述
聖

智
、
而
荘
周
肪
匿
、
乃
以
聖
人
蔦
大
盗
之
資
、
聖
法
為
架
距
之
失
、

胤
夭
下
者
聖
人
之
由
也
。
蓋
欲
縦
聖
棄
智
、
謳
一
代
於
混
茫
之
中
、

殊
非
此
書
之
意
。
蓋
無
取
焉
。
或
曰
、
轄
丸
、
肢
胤
者
、
本
経
、
中

経
是
也
。

本
鯉
陰
符
七
園
l

◎
「
術
」
道
蔵
本
「
篇
」
に
作
る
。
嘉
慶
十
年
本
「
術
」
に
作
る
。

柳
宗
元
「
鬼
谷
子
緋
」
に
、
「
晩
乃
盆
出
七
術
」
と
あ
る
。

盛
紳
法
五
龍
2

盛
紳
中
有
五
氣
。
紳
厖
之
長
、
心
為
之
舎
、
徳
為
之
団
『
養
紳

之
所
、
蹄
諸
道
3

。
道
者
、
天
地
之
始
、
一
其
紀
也
。
物
之
所
造
、

夭
之
所
生
、
包
宏
無
形
、
化
氣
先
夭
地
而
成
、
莫
見
其
形
、
莫
知

其
名
、
謂
之
紳
露
4°

故
道
者
、
誹
明
之
源
、
一
其
化
端
、
是
以

徳
養
五
氣
、
心
能
得
一
、
乃
有
其
術
5

。
術
者
、
心
氣
之
道
所
由

舎
者
。
紳
、
乃
為
之
使
6

。
九
痰
十
二
舎
者
、
氣
之
門
戸
、
心
之

網
振
也
。
生
受
圏
天
、
謂
之
慎
人
。
慎
人
者
、
輿
天
為
一

7

而
知

之
者
。
内
修
錬
而
知
之
、
謂
之
聖
人
。
聖
人
者
、
以
類
知
之
8
0

故
人
輿
生
一
、
出
於
商
い
，
。
知
類
在
痰
、
有
所
疑
惑
、
通
於
心

術。

m圏
国
術
、
必
有
不
通
10
。
其
通
也
、
五
氣
得
養
、
務
在
舎

紳
。
此
之
謂
化
11
。
化
有
五
氣
者
、
志
也
、
思
也
、
紳
也
、
徳
也
。

紳
其
一
長
也
。
静
和
者
養
氣
。
養
氣
得
其
和
、
四
者
不
衰
。
四
邊

威
勢
無
不
為
、
存
而
舎
之
。
是
謂
紳
化
蹄
於
身
。
謂
之
慎
人
120
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神
を
盛
に
す
る
は
五
龍
に
法
る

慎
人
者
、
同
天
而
合
道
、
執
一
而
養
産
萬
類
、
懐
天
心
、
施
徳
養
、

無
為
以
包
、
志
慮
思
意
而
行
威
廓
者
也
。
士
者
通
逹
之
、
紳
盛
、

乃
能
養
志
1

3

0

5

2

」

◎
「
大
」
、
「
於
」
、
「
物
化
」
、
道
蔵
本
「
人
」
、
「
之
」
、
「
化
物
」
に
作

る
。
嘉
慶
十
年
本
に
よ
っ
て
改
め
る
。
◎
「
心
無
其
」
、
道
蔵
本
欠
。

嘉
慶
十
年
本
に
よ
っ
て
補
う
。

本
経
陰
符
七
術

盛
神
中
に
五
気
有
り
。
神
は
之
が
長
為
り
。
心
は
之
が
舎
為
り
、

徳
は
之
を
大
と
為
す
。
養
神
の
所
は
、
諸
を
道
に
帰
す
。
道
は
天

地
の
始
、
一
は
其
の
紀
な
り
。
物
の
造
る
所
、
天
の
生
ず
る
所
、

宏
き
を
包
み
て
形
無
く
、
気
を
化
し
天
地
に
先
ん
じ
て
成
る
も
、

其
の
形
を
見
る
莫
く
、
其
の
名
を
知
る
莫
し
。
之
を
神
霊
と
謂
ふ
。

こ
こ

故
に
道
は
、
神
明
の
源
、
一
は
其
の
化
端
、
是
を
以
て
徳
は
五
気

を
養
ひ
、
心
は
能
く
一
を
得
、
乃
ち
其
の
術
有
り
。
術
は
、
心
気

の
道
の
由
り
て
舎
す
る
所
の
者
。
神
は
乃
ち
之
が
使
為
り
。
九
疲

十
二
舎
は
、
気
の
門
戸
、
心
の
総
摂
な
り
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
し

て
天
よ
り
受
く
。
之
を
真
人
と
謂
ふ
。
真
人
は
天
と
一
と
為
り
て

之
を
知
る
者
な
り
。
内
、
修
錬
し
て
之
を
知
る
、
之
を
聖
人
と
謂

ふ
。
聖
人
は
、
類
を
以
て
之
を
知
る
。
故
に
人
は
典
に
一
に
生
じ
、

物
化
よ
り
出
づ
。
類
を
知
る
は
疲
に
在
り
。
疑
惑
す
る
所
有
ら
ば
、

心
術
に
通
ず
。
心
に
其
の
術
無
く
ん
ば
、
必
ず
通
ぜ
ざ
る
有
り
。

其
の
通
ず
る
や
、
五
気
を
養
ふ
を
得
。
務
は
、
神
を
舎
す
る
に
在

り
。
此
を
之
れ
化
と
謂
ふ
。
化
、
五
気
を
有
つ
と
は
、
志
な
り
、

思
な
り
、
神
な
り
、
徳
な
り
。
神
は
其
の
一
に
し
て
長
な
り
。
静

和
と
は
、
気
を
養
ふ
な
り
。
気
を
養
ひ
て
其
の
和
を
得
れ
ば
、
四

者
衰
へ
ず
。
四
辺
の
威
勢
為
さ
ざ
る
無
く
、
存
し
て
之
に
舎
す
。

是
れ
神
化
、
身
に
帰
す
と
謂
ふ
。
之
を
真
人
と
謂
ふ
。
真
人
は
、

天
に
同
じ
て
道
に
合
し
、
一
を
執
り
て
萬
類
を
養
産
し
、
天
心
を

懐
き
、
徳
養
を
施
し
、
無
為
、
以
て
志
慮
、
思
意
を
包
み
て
威
勢

を
行
ふ
者
な
り
。
士
た
る
者
、
之
に
通
達
せ
ば
、
神
、
盛
に
し
て
、

乃
ち
能
く
志
を
養
ふ
。

52
」

本
経
陰
符
七
術

盛
神
法
五
龍
（
「
神
」
、
精
神
活
動
を
盛
ん
に
す
る
に
は
、
「
五
龍
」
に
法
る
）

盛
ん
な
精
神
活
動
の
中
に
は
、
「
五
気
」
（
五
臓
の
気
）
が
あ
る
。

「
神
」
（
上
位
自
我
）
は
そ
の
官
長
で
あ
り
、
「
心
」
は
そ
の
居
所

で
あ
り
、
「
徳
」
（
心
の
は
た
ら
き
）
は
、
そ
れ
を
大
き
く
す
る
も

の
で
あ
る
。
「
神
」
を
養
う
と
い
う
こ
と
は
、
「
道
」
（
こ
と
ば
）

(106) 



に
基
く
も
の
で
あ
る
。
「
道
」
（
こ
と
ば
）
（
0
、
無
）
は
、
天
地

の
始
り
、
つ
ま
り
世
界
の
前
提
で
あ
り
、
「
一
」
（
一
、
有
）
は
、

そ
の
「
紀
」
、
要
で
あ
る
。
〔
「
一
」
と
は
、
「
道
」

(
0
、
無
）
に

対
し
て
（
一
、
有
）
と
い
う
こ
と
で
、
我
と
い
う
意
識
が
、
我
を
、

こ
と
ば
に
よ
っ
て
我
と
認
識
し
、
我
が
有
る
と
す
る
こ
と
。
「
道
」

(
O
)

が
、
「
道
」

(
O
)

を
、
「
道
」

(
O
)

で
あ
る
(
-
)
と
す

る
こ
と
。
す
べ
て
は
「
有
る
」
と
い
う
一
語
に
集
約
さ
れ
る
が
故
に

「
-
」
と
は
「
有
る
」
と
同
義
で
あ
る
。
〕

「
道
」
（
こ
と
ば
）
は
、
物
（
本
体
）
が
、
物
（
対
象
）
と
し
て

造
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
天
（
世
界
）
が
生
み
出
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
て
、
全
空
間
を
規
定
す
る
が
、
限
定
固
定
化
さ
れ
る
形

を
持
た
ず
（
道
可
道
、
非
常
道
）
、
気
（
万
物
の
構
成
要
素
）
を
変

化
さ
せ
、
天
地
以
前
に
成
立
し
て
い
る
（
世
界
の
前
提
と
し
て
こ

と
ば
が
あ
る
）
が
、
そ
の
こ
と
ば
自
体
の
具
体
的
形
と
い
う
も
の

は
な
く
、
こ
と
ば
自
体
を
定
義
す
る
こ
と
ば
は
、
結
局
こ
と
ば
で

あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
名
づ
け
よ
う
も
な
い
。
こ
れ
を
「
神
霊
」
、
人

知
で
は
計
り
知
れ
ぬ
、
こ
と
ば
で
と
ら
え
ら
れ
な
い
魂
（
こ
と
ば

自
体
）
と
い
う
。

そ
れ
故
、
「
道
」
は
神
明
の
源
、
不
可
知
の
は
た
ら
き
を
す
る
大

元
で
あ
り
、
「
一
」
は
そ
の
変
化
の
発
端
で
あ
り
、
だ
か
ら
、
「
徳
」

は
五
気
を
養
い
、
心
は
「
一
」
を
得
る
（
心
が
心
で
あ
る
と
自
覚
す

る
）
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
、
そ
の
こ
と
ば
を
扱
う
「
術
」

（
具
体
的
こ
と
ば
）
、
方
法
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

「
術
」
と
は
、
「
心
気
の
道
」
、
気
持
ち
（
意
思
）
の
現
れ
と
し
て

の
道
（
こ
と
ば
）
が
、
具
体
的
な
形
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
神
」
、
精
神
活
動
は
、
そ
の
使
い
、
伝
達
の
は
た
ら
き
を
す
る

も
の
で
あ
る
。

「
九
痰
十
二
舎
」
（
体
に
あ
る
九
穴
と
、
目
、
耳
、
鼻
、
口
、
身
、

意
、
色
、
声
、
香
、
身
、
触
、
事
の
十
二
の
感
覚
器
官
と
対
象
）

は
、
気
の
門
戸
（
気
が
そ
れ
を
通
し
て
出
入
す
る
か
た
ち
）
で
あ

り
、
心
が
す
べ
て
を
取
り
仕
切
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
先

天
的
生
得
的
に
天
か
ら
受
け
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

状
態
を
、
「
真
人
」
（
完
全
な
人
）
と
い
う
。
（
人
は
生
ま
れ
つ
き
人

と
し
て
は
本
来
完
全
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
）
「
真
人
」
は
、
天
（
人

の
前
提
、
人
を
生
み
出
し
た
も
の
）
と
一
体
化
し
、
自
ら
真
人
で

あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
者
で
あ
る
。

自
ら
の
心
の
内
、
エ
ゴ
の
殻
の
中
で
修
練
し
、
そ
の
己
を
越
え

て
こ
れ
を
自
覚
し
た
者
、
こ
れ
を
「
聖
人
」
と
い
う
。
「
聖
人
」
は
、

類
（
推
）
す
る
こ
と
で
、
「
道
」
が
「
神
明
の
源
」
と
知
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
人
は
皆
、
「
一
」
（
有
）
（
こ
と
ば
に
よ
る
規
定
）
か
ら

生
じ
、
「
物
化
」
（
こ
と
ば
に
よ
る
対
象
の
変
化
）
に
よ
り
、
人
と

し
て
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
類
を
知
る
、
同
異
の
別
を
知
り
、

白
を
白
と
す
る
視
点
に
到
達
す
る
に
は
、
「
痰
」
（
穴
）
、
感
覚
器

官
に
そ
の
要
点
が
あ
る
。
疑
い
惑
う
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
こ
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そ
到
達
へ
の
道
で
あ
り
、
解
決
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
り
、
「
心
術
」
、

心
の
扱
い
方
に
通
ず
る
の
で
あ
る
。
心
に
心
の
扱
い
方
が
な
け
れ

ば
、
自
ら
自
ら
を
扱
う
と
い
う
視
点
に
到
達
し
て
い
な
け
れ
ば
、

必
ず
通
用
し
な
い
部
分
が
あ
る
。
心
が
通
ず
る
な
ら
、
五
気
を
養

う
こ
と
が
で
き
る
。
務
め
と
す
る
点
は
、
「
神
」
、
最
終
決
断
を
下

す
上
位
自
我
、
を
心
に
宿
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
を
「
化
」
（
コ

ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
、
自
己
相
対
化
の
視
点
の
確
立
）
と
い
う
。

こ
の
「
化
」
が
五
気
を
保
有
す
る
と
い
う
の
は
、
「
志
」
（
意
思
、
欲

望
、
エ
ゴ
）
、
「
思
」
（
思
考
、
認
識
、
配
慮
）
、
「
神
」
（
上
位
自
我
）
、

「
徳
」
（
評
価
し
善
し
と
す
る
心
の
は
た
ら
き
）
の
四
者
を
保
有
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
神
」
は
、
そ
の
―
つ
で
、
官
長
で
あ
る
。

静
和
、
心
が
外
物
に
ひ
か
れ
ず
調
和
す
る
と
い
う
の
は
、
気
を
養

う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
気
を
養
っ
て
、
そ
の
調
和
を
得
る
な
ら
、

志
、
思
、
神
、
徳
の
四
者
が
衰
え
る
こ
と
は
な
い
。
四
辺
へ
の
「
威

勢
」
（
現
象
に
流
さ
れ
ず
、
白
を
白
だ
と
示
し
現
実
を
改
変
し
う
る

心
の
は
た
ら
き
、
影
響
力
）
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
対
応

し
、
確
実
に
あ
り
続
け
、
心
に
宿
る
。
こ
れ
を
「
神
化
」
が
、
つ
ま

り
、
己
を
越
え
て
あ
る
べ
く
あ
る
視
点
に
到
達
し
た
そ
の
状
態
が
、

身
に
帰
し
た
、
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
「
真
人
」
と
い
う
。
「
真
人
」
は
、
天
（
そ
の
現
象
世
界
の
前
提
）

に
同
一
化
し
、
「
道
」
（
こ
と
ば
）
に
一
体
化
し
（
こ
と
ば
を
生
み

出
す
原
点
と
な
り
）
、
「
一
」
（
有
）
を
執
っ
て
（
価
値
の
根
拠
と
し

4
 

3
 

2
 

ー て
）
、
万
物
の
分
類
、
価
値
付
け
を
養
い
生
み
出
し
、
天
心
（
人
心

の
反
、
克
己
者
の
心
）
を
懐
き
、
生
み
出
さ
れ
た
価
値
を
徳
に
よ

っ
て
養
い
育
て
、
「
無
為
」
（
己
に
執
着
し
な
い
）
の
あ
り
方
で
、

志
、
慮
、
思
、
意
を
位
置
づ
け
働
か
せ
、
「
威
勢
」
を
行
使
す
る
者

で
あ
る
。
士
た
る
者
が
、
も
し
こ
の
レ
ベ
ル
に
到
達
し
た
な
ら
、
「
神
」

は
盛
ん
な
も
の
と
な
り
、
そ
こ
で
「
志
」
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

52
」

陰
符
者
、
私
志
於
内
、
物
應
於
外
、
若
合
符
契
。
故
日
陰
符
。
由
本

以
経
末
。
故
日
、
本
経
。

五
龍
、
五
行
之
龍
也
。
龍
則
隻
化
無
窮
、
神
則
陰
陽
不
測
。
故
盛
紳

之
道
．
法
五
龍
也
。

五
氣
、
五
蔵
之
氣
也
。
謂
圃
‘
稗
魂
、
塊
、
志
也
。
紳
居
四
者
之

中
。
故
為
之
長
。
心
能
舎
容
。
故
為
之
舎
。
得
能
制
躙
r

故
為
之
肉
r

盆
幽
異
圏
み
皿
宜
、
蹄
之
於
追
幽

無
名
、
夭
地
之
始
、
故
日
、
道
者
夭
地
之
始
也
。
道
始
所
生
者
、
一
。

故
日
、
一
其
紀
也
。
言
夭
道
混
成
、
陰
陽
陶
躊
、
萬
物
以
之
造
化
、
夭

地
以
之
生
成
、
包
容
向
箸
咤
莫
見
其
形
、
至
於
化
育
之
氣
、
乃
先
夭
地

而
成
、
不
可
以
状
貌
詰
、
不
可
以
名
字
尋
、
妙
萬
物
而
為
言
。
是
以
謂
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8
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5
 

心
氣
合
自
然
之
道
、
乃
能
生
術
。
術
闇
幽
之
由
舎
、
則
神
乃
風
之
使
。

紳
明
票
道
而
生
。
故
日
、
道
者
紳
明
之
源
也
。
化
端
不
二
皿
有
時
不

化
。
故
日
、
一
其
化
端
也
。
循
理
有
成
、
謂
之
徳
。
五
氣
各
能
循
理
、

則
成
功
可
致
。
故
曰
、
徳
養
五
氣
也
。
一
者
、
無
為
而
自
然
者
也
。
心

能
無
為
、
其
術
自
生
。
故
日
、
心
能
得
一
、
乃
有
其
術
也
。

十
二
舎
者
、
謂
目
見
色
、
耳
聞
磐
、
鼻
臭
香
、
口
知
味
、
身
覺
鱗
、

意
思
事
、
根
境
互
相
停
舎
、
圏
園
田
口
r

故
日
、
十
二
舎
也
。
氣
候
、

由
之
出
入
。
故
日
、
氣
之
門
戸
也
。
唯
心
之
所
操
乗
。
故
日
、
心
之
朗

揖
也
。
凡
此
皆
受
之
於
夭
。
不
栃
其
素
、
故
日
、
慎
人
。
慎
人
者
證
同

於
天
。
故
日
、
輿
天
謁
一
也
。

内
修
錬
、
謂
瑕
學
而
知
之
者
也
。
然
聖
人
雖
聖
猶
瑕
學
而
知
。
個
學
、

即
非
自
然
。
故
日
、
以
類
知
之
也
。

言
人
相
興
生
在
夭
地
之
間
、
其
得
一
耳
。
同
宦
出
之
後
、
随
物
而
化
。

故
有
不
同
也
。

10

厳
謂
孔
窮
也
。
言
回
雨
類
、
在
於
九
厳
。
然
因
窮
之
所
疑
、
必
興

層
相
通
。
若
乃
心
無
其
術
、
術
必
不
通
也
。

之
紳
霰
゜

11

心
術
能
通
、
五
氣
自
養
。
然
養
五
氣
者
、
務
令
紳
来
蹄
舎
。
紳
既
来

舎
、
自
然
随
理
而
化
也
。

12

言
能
化
者
、
在
於
全
五
氣
。
神
其
一
長
者
、
言
能
齊
一
志
思
而
君
長

之
。
紳
既
一
長
、
故
能
静
和
而
養
氣
。
氣
既
養
、
徳
必
和
焉
。
四
者
圃

志
、
思
、
神
、
徳
也
。
四
者
能
不
衰
、
則
四
邊
威
勢
、
無
有
不
為
、
常

存
而
舎
之
、
則
紳
道
隻
化
、
自
蹄
於
身
。
紳
化
蹄
身
、
可
謂
箕
人
。

13

一
者
無
為
也
。
言
慎
人
養
産
萬
類
、
懐
抱
夭
心
、
施
徳
養
育
、
皆
以

無
蔦
為
之
。
故
日
、
執
一
而
闇
宦
萬
類
。
至
於
志
意
思
慮
、
運
行
威
勢
、

莫
非
自
然
、
循
理
而
動
。
故
日
、
無
為
以
包
也
。
然
通
逹
此
道
、
其
唯

善
為
士
園
平
。
既
能
盛
稗
然
後
乃
可
養
志
者
也
。

(109) 


